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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年１０月２１日（月）午前１０時　３分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　２時２１分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 嶋野浩一朗 副委員長 大澤千恵子 委　　員 東　久美子

委　　員 南 野 直 司  委　　員 安 藤 　 薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　箸尾谷知也

教育総務部長　山本和憲　　総務課長　岩見賢一郎　子育て支援課長　木下伸記

次世代育成部長　登阪　弘同部次長　若狭孝太郎　学校教育課長　岡部寿子　　

　　こども教育課長　小林寿弘　児童相談課長　谷田　学

生涯学習部長　宮部善隆　　文化スポーツ課長　日垣智之　

文化スポーツ課長代理　飯野祐介

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　長澤佳子

１．審査案件(審査順）

議案第５０号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第３号）所管分

　議案第５６号　摂津市立スポーツセンター条例を廃止する条例制定の件
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（午前１０時３分　開会）

○嶋野浩一朗委員長　それでは、ただい

まから文教常任委員会を開会いたします。

　理事者から、挨拶を受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　秋の行事が多い中、今日は委員会をお

持ちいただきまして、大変ありがとうご

ざいます。

　各委員さんにおかれましては、このた

び、文教常任委員会へのご就任、大変ご

苦労さまです。また、嶋野委員、大澤委

員には、正副委員長、ご就任おめでとう

ございます。また、皆さんには１年間、

何かとお世話をかけると思いますが、ど

うぞよろしくお願いします。

　本日は、先日の本会議で当委員会に付

託されました議案について、ご審査を賜

りますけれども、何とぞ慎重審査の上、

ご可決いただきますよう、よろしくお願

いいたします。

　一旦、退席させていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　挨拶が終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名議員は、東委員

を指名いたします。

　審査の順序につきましては、先に議案

第５０号所管分の審査を行い、次に議案

第５６号の審査を行うということに異議

ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　暫時休憩いたします。

（午前１０時４分　休憩）

（午前１０時５分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開します。

　それでは、議案第５０号所管分の審査

を行います。補足説明を求めます。

　登阪次世代育成部長。

○登阪次世代育成部長　おはようござい

ます。

　それでは、議案第５０号、平成２５年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）の

うち、次世代育成部にかかわる部分につ

きまして、補足説明をさせていただきま

す。

　６ページ、第３表、債務負担行為の補

正のうち、児童センター指定管理事業は

平成２６年度から平成３０年度までの５

年間、１億３，４００万円の限度額を設

定いたすものでございます。

　第１児童センターは現在、指定管理者

による管理を実施いたしておりますが、

本年度末をもって、指定期間の満了を迎

えることから、新たに指定管理者の指定

を行うに当たり、平成２６年度から平成

３０年度までの５年間、債務負担行為の

限度額を設定いたすものでございます。

　また、限度額の設定に関しましては、

現在の指定管理者の管理状況及び指定管

理料をもとに、業務内容、仕様を精査し

た上で、消費税増税等を勘案し設定いた

しております。

　なお、指定管理者の指定議案につきま

しては、指定管理者の候補者の決定を行

い、第４回定例会において提案させてい

ただくことを予定いたしております。

　次に、歳入でございますが、１６ペー

ジをごらんください。款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目４、土木費国

庫補助金、節４、住宅費補助金のうち、

社会資本整備総合交付金につきましては、

三宅スポーツセンター体育室から、子育

て総合支援センター遊戯室への用途変更

を行い、耐震等工事を行う、保育所整備

事業に対する交付金で、その事業費のう

ち、４４６万円が国から補助されるもの

でございます。

　次に、１８ページをごらんください。
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款１５、府支出金、項３、委託金、目３、

教育費委託金、節１、教育費委託金は指

定された中学校区で、道徳教育の充実等

について取り組むための大阪府からの委

託金でございます。

　次に、歳出でございますが、２４ペー

ジをごらんください。款３、民生費、項

２、児童福祉費、目３、児童福祉施設費

につきましては、子育て総合支援センター

遊戯室耐震等工事に係る監理委託料、三

宅スポーツセンター体育室から、子育て

総合支援センター遊戯室への用途変更等

業務委託料、耐震補強及び快適な保育環

境等を整備するために要する経費でござ

います。

　次に、２６ページをごらんください。

款９、教育費、項１、教育総務費、目４、

教育指導費、節８、報償費及び、節１１、

需用費につきましては、豊かな人間性を

はぐくむ取組み推進事業に係る報償金及

び消耗品費でございます。節１３、委託

料につきましては、緊急雇用創出基金事

業を利用し、子どもたちの生活習慣や学

習習慣の確率のための取り組みを支援す

るサポーターを配置するための委託料で

ございます。

　次に、戻りますが、５ページ、第２表、

繰越明許費をごらんください。歳出で説

明いたしました、子育て総合支援センター

遊戯室耐震補強等工事の完成が、平成２

６年度にまたがることから、工事請負費

及び工事監理委託料を翌年度に繰り越し

を行うものでございます。

　以上、補正予算の補足説明とさせてい

ただきます。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、宮部

生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　おはようございま

す。

　続きまして、議案第５０号平成２５年

度摂津市一般会計補正予算（第３号）の

うち、生涯学習部にかかわる部分につき

まして、補足説明をさせていただきます。

　８ページ、第３表、債務負担行為の補

正のうち、温水プール指定管理事業は平

成２６年度から平成３０年度までの５年

間、１億６，１００万円の限度額を設定

いたすものでございます。

　温水プールは現在、指定管理者による

管理を実施いたしておりますが、本年度

末をもって指定期間の満了を迎えること

から、新たに指定管理者の指定を行うに

当たり、平成２６年度から平成３０年度

までの５年間、債務負担行為の限度額を

設定いたすものでございます。限度額に

関しては、現在の指定管理者の管理状況

及び指定管理料をもとに、業務内容、仕

様を精査した上で、利用料金制の導入及

び、消費税増税等を勘案し、設定いたし

ております。

　同様に、体育施設指定管理事業は、市

立体育館３館、青少年運動広場、スポー

ツ広場、テニスコート２カ所の計７カ所

の社会体育施設について、現在、指定管

理者による管理を実施いたしております

が、本年度末をもって、指定期間の満了

を迎えることから、新たに指定管理者の

指定を行うに当たり、平成２６年度から

平成３０年度までの５年間、３億６，６

４０万円の債務負担行為の限度額を設定

いたすものでございます。限度額に関し

ては、現在の指定管理者の管理状況及び

指定管理料をもとに、業務内容、仕様を

精査した上で、消費税増税等を勘案し、

設定いたしております。

　なお、指定管理者の指定議案につきま

しては、指定管理者の候補者の決定を行

い、第４回定例会において提案させてい

ただくことを予定いたしております。

　次に、歳入歳出の補正について、目を
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追ってご説明させていただきます。１６

ページの歳入、款１４、国庫支出金、項

２、国庫補助金、目４、土木費国庫補助

金の社会資本整備総合交付金、文化スポー

ツ課分及び２６ページの歳出、款９、教

育費、項７、保健体育費、目３、体育施

設費の減額はいずれも三宅及び味舌スポー

ツセンター廃止に伴い、両施設の耐震改

修工事関連予算を取り下げるものでござ

います。

　以上、生涯学習部にかかわります、平

成２５年度摂津市一般会計補正予算（第

３号）の補足説明とさせていただきます。

○嶋野浩一朗委員長　説明が終わり、質

疑に入ります。

　質疑がある方、挙手にてお願いいたし

ます。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　それでは、引き続いて、文教のほうで

お世話になります。よろしくお願いいた

します。

　それでは、５０号の一般会計補正予算

の文教所管分で幾つかご質問させていた

だきたいと思います。

　最初に、６ページにあります第３表、

債務負担行為の補正について、お聞きし

たいと思います。今回の債務負担行為の

中の、まずは１点目として、指定管理者

にかかわる点を聞きたいと思います。今

回、指定管理者は指定管理者制度のあり

方や、外郭団体のあり方の検討委員会を

経て、公募による指定管理者の募集を行

うということで、今までの指定管理者と

は一段階違った形の選定になってくるも

のだと思います。

　児童センターの債務負担行為は５年間

で１億３，４００万円とあります。前年

や今年、それから一昨年と、指定管理料

と比べて金額が低く設定されているとい

う点について、どのようなことが理由な

のか、ちょっとご説明いただきたいとい

うふうに思います。

　それから、体育施設におきましては３

つの体育館と２つのグラウンド、テニス

コート２つということでございます。具

体的に、指定管理者で、これも５年間と

いうことで一つの業者に委託していくこ

とになるかと思いますけども、現在は施

設管理公社のほうで、体育施設を指定管

理されているというふうに思うんですけ

ども、グラウンドとかテニスコートは非

常に利用者の方が多いという中で、奇数

月だったでしょうか、抽せんを行ってい

るということだったと思います。その抽

せんであるとか、それから、予約の受付

について、今後、次の指定管理者がどの

ようになっているかわかりませんが、変

更があるのかどうかについてお聞きした

いと思います。

　同じく、温水プールにつきましては、

温水プールは特に公募というだけでなく

て、前回の第２回定例会でも議論いたし

ましたが、利用料金制度が導入されての

指定管理者制度という形になりますので、

恐らく、そういった利用料金を加味した

形で、考慮した形で、指定管理料金が下

がっているかと思いますが、平成２４年

の決算の数字を見ますと、７，８２４万

９，３４８円という指定管理料だったと

思うんです、温水プール。今回は１億６，

１００万円、あらかじめ、資料請求でい

ただきました資料によりますと、最初の

２年間は３，１００万円、後半の３年間

は３，３００万円という設定で、半額ぐ

らいになっていると。この点、利用料と

の関係でいって、どのような形になって

いるのかについて、ちょっと教えていた

だきたいなと思います。

　個別のことをちょっと３点ほどお聞き
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しましたが、公募による指定管理者全体

について、お聞きしたいと思うんです。

初めての公募ということでありますので、

やはり、担当部署として、公募において

どんなことを指定管理者に期待するのか

というものが当然あって、応募をかけて

おられるかと思います。どんなことを期

待しているのか、どんなことを求めてい

るのか、応募も既に、プレゼンも終わっ

て、候補者も決定されているというふう

に、日程から見ると推測いたしますけど

も、その点の、公募に当たって何を期待

して公募したのか。

　それから、この公募に対して、どのぐ

らいの事業者が応募して、その中で新た

な提案や、市としての思いに応えている

ような新たな提案があったのかどうか。

公募にしたメリットを現段階でどのよう

に感じておられるのか。

　そして、総務省の指定管理に関する考

え方がだんだん変わってきました。全て

の公の施設の管理を民間に委ねて、効率

的な経営で経費削減をということが前面

に出されていた、指定管理者のあり方に

ついて、お金だけではないよと、市民サー

ビスの向上が、まず第一だというような

こと、さまざまな総務省からの通達であ

るとか、助言などが行われてきたかと思

います。その中で、２００８年には指定

管理者制度の運用上の留意事項として、

総務省から約１９項目、注意しなければ

ならないという点を挙げておられますが、

そうした留意事項に照らして、今回の、

今、行われている公募、それから選定の

条件とか、結果、また今後の、指定管理

者が決まった後の評価の方法などについ

て、どのように対応されて、やっておら

れるのか、ちょっとご説明いただけたら

と思います。

　債務負担行為の質問は、１回目は以上

です。

　続いて、同じく、債務負担行為で、こ

れは８ページになりますが、民間保育所

施設整備補事業についてお聞きしたいと

思います。これは、平成２６年度に５億

４，６２９万６，０００円の債務負担を

組むというものでありますが、民間保育

所の整備を行う。特に、今、摂津市の待

機児童の数は急増しています。南千里丘

の開発に起因して、１００名を超す、直

近でホームページを見ますと、１０月１

日現在で１７６名の待機児童が生じてい

るということです。そういう点で、民間

保育所施設整備補助事業によって、５億

４，６２９万６，０００円によって、ど

のような内容で補助がされるのか、その

中身について概要をお教えいただけたら

と思います。

　続いて、同じく債務負担行為で、８ペー

ジの学校給食調理業務委託事業について

お伺いしたいと思います。学校給食の調

理業務の民間委託については、平成２０

年、鳥飼西小学校からスタートし、その

後、鳥飼北小学校、そして、今年４月か

らは味舌小学校へと拡大してまいりまし

た。給食調理の民間委託については、こ

の間、私も、この委員会や本会議等を通

して、大事な子どもたちの給食、食の安

全の問題、それから食育など、公的な責

任が後退するのではないかという問題。

あわせて、労働法制との絡みから、偽装

請負の疑いがあるのではないか、さまざ

まな論点から意見を言い、指摘し、また

議論も交わしてきたところだと思います。

今回、新たに、昨年に続いて、市内１０

校ある小学校の中で４校目の民間委託を

やっていくための債務負担行為だという

ことになっているわけであります。ちょっ

と具体的にお聞きしたいと思うんですけ

ども、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校、味
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舌小学校、この４月に鳥飼北小学校と鳥

飼西小学校は契約更新をして、新たな契

約を結んでいます。味舌小学校は新規で

スタートしています。どちらも３年の契

約で６，６００万円の債務負担行為が組

まれていました。今回の金額は１億３，

６００万円ということでありますから、

年間に単純に割っても２，７００万円を

超しています。事前の資料請求でいただ

いた資料によると、最初の２年間は２，

６００万円、後半の３年間は２，８００

万円というふうになっています。先ほど、

消費税の増税というようなこともおっしゃっ

ていましたが、ことし契約した３校と比

べても大変契約見込み額、債務負担行為

が大きくなっていると思いますが、その

点はなぜなのかご説明いただきたいとい

うふうに思います。

　そして、期間についても、３年から５

年になっていると、指定管理者のほうも

今回、５年が中心になっていますが、給

食も５年になっています。調理業務、民

間委託ですね。これまでは３年でやって

きました。５年になった理由もお聞かせ

いただきたいと思います。

　それから、今度の給食の民間委託を進

めていく上で、退職者不補充という摂津

市の行革のメニューの大きな方針の下で、

給食調理員が退職したときに、学校の調

理で正規職員が回らないというような状

況を回避するために、民間委託してくる

というのが、民間委託の進めていく理由

の一つであったと思います。昨年もそう

でしたけども、今年も退職者はお１人だ

とお聞きしています。職種の任用替えに

よって３名の給食調理員が給食調理員か

ら、ほかの業務に当たることが来年度決

まったということでありますけれども、

現段階の給食調理員、正規の給食調理員

や非正規の方を含めて、現状、今、何人

になっておられるのか。それから、今後、

職種任用替えの方針と、それから給食調

理員が減っていくという見込み、計画と

いうのはどのようになっているのか、ぜ

ひお聞かせいただきたいと思います。

　一緒に聞いておきたいと思うんですけ

ども、学校給食というのは、この間も議

論してきましたし、これは生きているん

だと思いますけども、子どもたちの日々

の暮らしや学校の学びの場で、食育とあ

わせて、大事な口に入れる食べ物を調理

するという点で、安全で安心でおいしい

給食をということで給食調理員、摂津市

の栄養教諭や栄養士がつくったメニュー

や安全な食材をと、学校給食会の皆さん

で考えた食材を仕入れて、調理方法もしっ

かりと考えてやってくると、非常に大事

な、大切なお仕事になっておられたかと

思うんですけども、昨年と、今年と合わ

せて、既に４、５名ではないでしょうか、

職種替えで、任用替え、給食調理員を辞

めていかれていますが、学校給食の給食

調理員の職場にモチベーションの低下な

どが招かれているのではないかと、大変

危惧しておりますが、その点についても

お聞かせいただきたいと思います。

　続いて、２４ページの、ちょっと単純

に質問させていただいて恐縮ですが、保

育士等処遇改善臨時特例事業補助金、２，

８１７万１，０００円という経費が見込

まれていますが、この内容ですね、どん

なものなのか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

　次に、２４ページと２６ページにかか

わってのことですが、三宅スポーツセン

ターと味舌スポーツセンター、耐震工事

監理委託料や耐震工事が減額補正されて、

三宅スポーツセンターについては子育て

総合支援センターの遊戯室として、用途

を変更していくということで、遊戯室の
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監理委託料とか、耐震工事が計上されて

いるわけです。この三宅スポーツセンター

が子育て支援センターの遊戯室として活

用していくということに至った経緯と、

その理由、また、あわせて今回は上がっ

ておりません、味舌スポーツセンターの

耐震工事、今後はどのようにしていかれ

る計画なのかについて、少しご説明をい

ただきたいというように思います。

　それと、修繕料が１，０００万円上がっ

ていますが、これは２６ページです、減

額補正になっているところの上に、修繕

料、１，０００万円ありますが、この使

い道は何なのか、ちょっとお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、同時にお聞きしておきます

が、この三宅スポーツセンター、これは

後ほど、５６号の審査で廃止条例が出さ

れてきますから、一緒にしていいのかど

うかちょっとわかりませんが、関連して

いるものだと思って、少し触れたいと思

うんですけども、味舌スポーツセンター

と三宅スポーツセンターの廃止条例が出

されています。当初、この２つのスポー

ツセンターは耐震補強工事と大規模改修

を今年度中に行うということになってい

ました。その後、交付金の問題、さまざ

まな理由によって、今年度中に工事をや

ることから変更になってきたというお話

はお伺いしておりましたが、いずれにし

ても当初の予定では、耐震工事と大規模

改修をやるために、１０月から２つのス

ポーツセンターともに使用停止になって

います。多くの市民の方々がスポーツセ

ンターでスポーツなどに利用されている

中で、こうした用途変更があったり、味

舌スポーツセンターの計画も今の段階で

はちょっとはっきりとはわからないとい

う状況の下で、今後の工事の日程と、市

民が利用できるようになるのはいつなの

か、市として考えているスケジュールも

あわせてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　続きに、２６ページの教育指導費の委

託料、摂津スクールサポートスタッフ配

置委託料、保健室サポーター配置委託料

についてお聞きしたいと思います。これ

は、先ほどもご説明がありましたが、こ

れは大阪府の緊急雇用創出基金事業補助

金を財源として行われるものだというこ

とだと思いますが、最初ですので、それ

ぞれ、このサポーターの配置の内容とか、

その中身とか、背景とか、今なぜ、この

１０月の補正になっているのかなどもあ

わせて、ちょっとご説明をいただきたい

というふうに思います。

○嶋野浩一朗委員長　答弁の前に、今、

安藤委員からご質問いただきましたけれ

ども、両スポーツセンターにかかわる議

案につきましては、安藤委員、スケジュー

ルのことにつきましては、後ほど、５６

号がございますので、そちらのほうでお

願いしてよろしいですか。予算的な部分

について、今回５０号で答弁いただいて、

その点は５６号でということで、また、

お願いしてよろしいですか。

○安藤薫委員　はい。

○嶋野浩一朗委員長　それと、質問、４

点ほどあると思うんですけど、指定管理

全体に関する、教育委員会としての認識

ですね、その点につきましては、これは

担当課長というよりも、部長のほうがい

いのかなと思うんですけども、これは山

本部長になりますかね。宮部部長で、そ

の点についてお願いできますか。それ以

外の分について、担当課長から、まず答

弁をいただくという形で進めていきたい

と思います。

　それでは、小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に
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かかわります、ご質問に対して、ご答弁

申し上げます。

　まず、１点目の、指定管理者、第１児

童センターの債務負担行為の設定金額の

根拠でございますけれども、指定管理料

の上限設定につきましては、現在の指定

管理料、また、事業の内容、仕様等こう

いったものを参考にさせていただくといっ

たこと。それと、指定管理料の、公募要

項では予算額を上げさせていただいてお

りますけれども、実際の決算額、また、

他市で行われております、うちの第１児

童センターと同等規模の児童センターの

指定管理料、２階建ての約６００平米程

度の児童センターというのも参考にしな

がら、指定管理料の上限を設定いたしま

した。

　公募要項にも載せておりますけれども、

平成２３年度の予算額は２，７０７万２，

０００円、２４年度、２，８６３万９，

０００円、２５年度、２，８９８万２，

０００円となっておりますけれども、決

算額につきましては、平成２３年度、約

２，６４０万円、２４年度、２，７９５

万円となっておりまして、２年間、平均

２，７１８万円程度が指定管理料の決算

額でございます。

　また、この児童センターの性格上、支

出の内訳、大部分につきましては人件費

が占めておるところでございます。近隣

市の同規模の、先ほど申しました規模の

児童センター、児童館の指定管理料と比

較いたしますと、本市の児童センターの

指定管理料というのは若干高いのかなと

いうのが実情でございます。

　そのようなことから、今回の公募に当

たりましては指定管理者制度の導入の目

的であります、多様化する住民ニーズの

効果的、効率的な対応、それと民間の能

力を活用しつつ、住民サービスを向上さ

せる。あわせて、経費の削減を図ること

を念頭に、現在の職員配置数を維持する

中で、特に先ほど申しました、経費の大

部分を占める人件費の削減を期待いたし

まして、上限額を設定したものでござい

ます。

　次に、公募によります指定管理者に期

待するものでございますけれども、児童

センターは遊びを通して自主性や創造性、

社会性、こういったものを子どもたちに

与えて、体力や健康の増進を図る、児童

の健全育成を図ることを目的に設置して

おりますので、今回の指定管理者の公募

に当たりましては、第１児童センターが

取り組んでおります、児童の健全育成、

子育て家庭の支援、地域活動促進、この

３つの機能充実を中心とした新たな提案、

また競争原理が働くことによる経費の削

減を期待するものでございます。

　それと、公募の状況でございますけれ

ども、第１児童センターには３者の応募

団体がございました。その３団体の中で

それぞれプレゼンテーションを行い、選

定委員会で候補者の決定を行ったところ

でございます。

　それと、選定の条件、今後の評価でご

ざいますけれども、先ほど申しました３

つの機能充実の具体的な中身といたしま

して、私どものほうでは、５つのポイン

トを挙げて、児童センターの指定管理者

を選びたいと考えております。１つ目は

地域の中にある児童センター。やはり児

童センター運営委員会をはじめ、地域の

方々と協力しながら、地域の小学生や就

学前の親子が気軽に訪れられる施設になっ

ていただきたい。それと、２点目が子ど

もが主役の第１児童センター。やはり何

といいましても、子どもが主役で、イベ

ントや講座を取り組むのが児童センター

であると考えておりますので、子ども目
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線で、子どもの立場に立った運営をお願

いしたい。３点目は移動する第１児童セ

ンターとして、やはり現状、安威川以北

に１カ所でございますので、安威川以南

の地域の子どもたちにもさまざまな出前

講座的なことも取り組んでいただきたい

といったこと。４点目が安全で安心して

遊べる児童センター。緊急時のマニュア

ルを作成するであったり、訓練、点検を

きっちり行っていただく。また、不審者

情報等もリアルタイムで利用者にフィー

ドバックすること。あと、５点目は障害

者の方に優しい第１児童センター。健常

者の方だけではなく、障害がある方も訪

れられます。障害児のライフステージに

合わせた支援体制も整えていただきたい。

こういったことを視点として持っていた

だいて、安全で、そして快適な施設運営

を期待するものでございます。

　今後の評価といたしましては、今もやっ

ておりますけれども、施設職員への研修

事業であったり、設備の保守点検事業、

また災害時の対応態勢などを自己評価し

ていただき、その項目につきまして、担

当課のほうでヒアリングを実施し、担当

課のほうでおいても、改めて評価する。

こういったことで取り組んでいきたいと

考えております。

○嶋野浩一朗委員長　続きまして、日垣

課長。

○日垣文化スポーツ課長　まず、指定管

理者のご質問の１点目でございますが、

現在のスポーツ施設の受付状況と抽せん

状況でございまして、現在、指定管理者

につきましては、選定中でございますけ

ども、今後、この業務につきましては、

変更の方はございませんで、次の選定業

者の方にお願いしたいと考えております。

　２点目でございますが、温水プールに

つきまして、利用料金制度を採用したが、

今回の予算計上させていただいておりま

す額をどのような積算方法をとったかと

いうご質問でございますが、今までの歳

入、歳出の実績を勘案いたしまして、消

費税の増税分を勘案いたし、歳入につき

ましては伸びの分を考慮いたし、現在の

予算計上額の２６年度、２７年度につき

ましては、３，１００万円、２８年度か

ら３０年度につきましては、３，３００

万円という予算額を計上しております。

　続きまして、公募団体にどのような期

待をするかということでございますが、

現在、指定管理をお願いしておりますが、

現在のサービス以上のサービスをお願い

するとともに、現在の予算額で計上して

おります経費の節減、削減のほうをお願

いしたいと考えております。

　続きまして、どのくらいの業者から応

募があったということでございますが、

体育施設につきましては、１者応募がご

ざいました。温水プールにつきましては、

２者応募がございまして、プレゼンテー

ションを実施いたしております。

　評価の方でございますが、先ほど申し

上げました、現在以上の市民サービスの

向上と、予算の効率化の方をお願いした

いと考えております。

　続きまして、味舌スポーツセンターの

今後の使用方法でございますが、現在、

味舌スポーツセンターにつきましては、

建物用途が教育施設のまま残っておりま

して、教育施設の方を多目的施設に変更

いたし、利用する予定をしております。

　続きまして、予算書２６ページの修繕

料の１，０００万円の内容でございます

が、味舌スポーツセンターの施設改修の

予算でございます。

○嶋野浩一朗委員長　三宅スポーツセン

ターのことにつきましても、今までの経

緯について、安藤委員から質問があった
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と思いますけれども。その経緯、課長、

よろしいですか。その辺についても答弁

いただきますか。

　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　三宅スポーツ

センターにつきましては、大阪府との耐

震工事を進める中で、スポーツセンター

の建物用途が教育施設のまま残っており、

大阪府との協議の中で、スポーツセンター

を廃止し、三宅スポーツセンター、味舌

スポーツセンター両方でございますが、

両方に適した建物用途に変更して整備す

ることにより、さらなる施設の有効活用

が図れるということを考えておりますの

で、この施設の内容といたしまして、三

宅につきましては保育所の遊戯施設とい

うことで考えております。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　教育委員会全体の

指定管理者制度の方針と申しますか、そ

の点について、ご答弁をさせていただき

たいと思います。

　今年３月に市として作成いたしました、

指定管理者制度導入に関する指針、第２

次改訂版というのが、各委員もお持ちだ

と思いますけども、基本的にはこの指針

に沿ってやっていきたいというふうに考

えております。

　ご質問の中にありましたように、この

指針を策定する際に、外部委員も入って

いただき、指定管理者制度と外郭団体の

あり方検討委員会というのも開いていた

だいたところでございます。その検討委

員会からは昨年７月に答申をいただいて

いるというようなところでございます。

　その検討委員会として、基本的に指定

管理者制度をどのように考えて検討して

いくのかということで、いただいている

文章を読ませていただきますけども、指

定管理者制度のあり方につきましては、

摂津市として公の施設を所管する部署に

おいて、施設を保有するかどうかを再検

討するとともに、指定管理者制度がどの

ような条件で適用、活用できるのか、そ

の際、市民の要求に応えられる質の高い

サービスの提供及び各施設の効率的な運

営が保障、担保されることを前提として

検討していただいたところでございます。

　また、その委員会からの付記といたし

まして、平成２２年１２月２８日付、総

務省自治行政局長通知に基づく適切な運

用を行い、指定管理者制度の導入に当たっ

ては、住民の福祉が損なわれないことが

基本条件であるというようなご意見も頂

戴いたしております。

　このようなご意見を頂戴した後に、市

として指定管理者制度に関する指針を策

定いたしました。その中には、委員もご

存じだと思いますけども、指定管理者制

度に関しての本市の考え方、また導入に

当たっての検討すべき事項、条例等の整

備、指定管理者制度の募集についての事

務的な流れを記載しております。また、

その中でモニタリングといいますか、点

検についても記載いたしておりますので、

基本的にはこの指針に沿って指定管理者

制度を導入、活用していきたいというふ

うに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　木下課長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課に

係るご質問にご答弁申し上げます。

　まず、１点目、債務負担行為のうち、

民間保育所施設整備補助事業の内訳とい

うご質問でございますけれども、これに

つきましては、民間保育所３園の整備に

伴う、運営法人に対しての補助金となっ

ております。１か所は今年３月の本会議

においてご答弁いたしておりました、南

千里丘におけるマンションモデルルーム

を活用した民間保育所１園を創設するも
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のでございます。金額といたしましては、

１億２，６７８万３，０００円を予定し

ております。９０名の定員で改修をして

いただくという方向で話を進めていると

ころでございます。

　ほかの２カ所ですけれども、いずれも

老朽化した園舎の建て替えを予定されて

おられるものに対しての補助でございま

す。１カ所が鳥飼さつき園、そして、も

う１カ所が摂津さつき園の２園で、２園

とも、昭和４９年度の建築ということで

お聞きしております。建て替えにより、

それぞれ１０名の定員増をしていただく

予定でございます。

　金額といたしましては、鳥飼さつき園

が２億７，８６６万６，０００円、それ

から摂津さつき園が１億４，０８４万７，

０００円を予定しております。

　なお、予算の段階では国の補助制度、

安心こども基金の活用をして、市財源の

圧縮を図りたいというふうに考えており

ます。

　それと、２点目、処遇改善の事業につ

いての中身ということで、予算の中身に

ついてご説明させていただきます。これ

は、保育士の人材確保対策を推進するこ

とを目的として実施するもので、今年度、

国において制度化されたものでございま

す。民間保育所における賃金の改善分に

対して、市が補助を行い、その補助額及

び事務費に対して大阪府から１０分の１

０の補助を受け取るというものになって

おります。具体的には各保育所の４月１

日及び１０月１日の入所児童数に対して

一定の単価を乗じまして、園ごとの補助

額を算出することとなっております。単

価は定員規模や月齢、職員の平均勤続年

数などによって異なってまいります。今

回上げさせてもらっておりますのは、民

間保育所１３園に対する補助として２，

８１７万１，０００円となっております。

先ほど申しましたように、これに対して

１０分の１０の補助金をいただくという

予定をしておるものでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

にかかわります、４点のご質問にお答え

させていただきます。学校給食の民間委

託料の件でございます。鳥飼西小学校、

鳥飼北小学校、味舌小学校ということで、

前回の債務負担では１校２，２００万円

程度であったということですが、今回、

摂津小学校におきましては、年間、２６

年、２７年度につきましては、２，６０

０万円、２８年度から３０年度までに関

しまして、２，８００万円という限度額

を設定させていただいているところでご

ざいますが、これは、児童数によるもの

でございまして、鳥飼西小学校、鳥飼北

小学校につきましては、児童数がおおむ

ね５９０名、味舌小学校につきましては、

児童数４４０名、今回お願いいたします、

摂津小学校につきましては、６６０名と

いう児童数ということでの食数が変わっ

てまいりますことから、人員配置もござ

いますので、委託料が大きくなっている

ということでございます。

　なお、鳥飼西小学校、鳥飼北小学校に

おきましては、当初、予定で８名の職員

の配置、味舌小学校の職員配置が当初７

名でございましたが、現在は８名で運用

されております。摂津小学校につきまし

ては、当初、２年間は１０名、後の３年

間が１１名の配置ということでの予定を

しておるところでございます。

　続きまして、現在まで、委託契約が３

年ということでございましたが、今回、

摂津小学校におきましては５年という期

間を設けさせていただいております。こ

れにつきましては、今後、摂津小学校に
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おきましては南千里丘の開発等により、

入学する児童数が急増する見込みという

ことになっております。学校給食のほう

を安定的に供給するため、今後、増加す

る児童数を考慮し、５年間の債務負担を

設定する必要があると判断したものでご

ざいます。

　続きまして、現状の直営での職員配置

ということでございますが、今、現在、

７校で正規職員が２３名、非常勤職員が

１４名雇用させていただいております。

なお、非常勤職員につきましては、１４

名のうち、６名の方が２人１組というこ

とで、交代で勤務していただいておりま

す関係上、実勤務に要している人数につ

きましては、１１名となってございます。

　また、今後の正規職員数の減数といい

ますか、退職者数の見込みということで

ございますけれども、今後、１０年後に

は正規職員が自然減といいますか、退職

者数だけを考慮いたしますと、正規職員

１０名が残るというように見込んでおる

ところでございます。なお、任用替試験

につきましては、実施されるかどうかと

いうものは我々はまだ人事課のほうから

も聞かされておりませんので、その点に

つきましては、減数がふえる可能性もあ

るということは心得ておるところでござ

います。

　続きまして、現在の給食調理員の民間

委託が進むことによって、調理のモチベー

ションの低下につながっていないかとい

うことでのご質問かと思いますが、正規

職員につきましても、民間事業者が行っ

ております給食調理場の施設も見ておる

ところでございます。民間事業者が行っ

ております良い点も、給食調理員もその

点も取り入れて、自らの業務についても

改善をされておるところもございます。

決してモチベーションの低下になってい

ることはないというふうに考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　摂津スクールサポー

トスタッフ配置事業並びに保健室サポー

ター配置事業について、ご説明いたしま

す。本事業は２つとも、大阪府の緊急雇

用創出基金事業補助金、これを利用する

ものでございます。大阪府の追加募集に

応募したものでございます。

　まず、摂津スクールサポートスタッフ

配置事業を行います事業の背景について

ご説明申し上げます。本市の小中学校に

おいては、学力向上が大きな課題となっ

ており、学習意欲の向上や学習習慣の確

立が喫緊の課題となっております。それ

らは同時に基本的な生活習慣や集団規律

が確立していないという、生徒指導上の

課題ともなっておりまして、特に、一部

の学校では指導に従わない集団化も発生

し、従来の学校の生徒指導体制を早急に

立て直す必要が出てきております。

　そのような背景から、摂津スクールサ

ポートスタッフは、まず学校での基本的

な生活習慣に課題のある児童や生徒への

支援を行います。また、学力定着に課題

のある児童、生徒への授業内での支援、

または放課後などの個別補習の支援を行

います。３点目としましては、不安を抱

える保護者へ、教員とは違った立場での

相談やアドバイスなどを行います。４点

目といたしましては、校内の不登校対策

会議やケース会議への参加等を行うとい

う内容を考えております。

　続きまして、保健室サポーター配置事

業でございます。本事業の背景といたし

ましては、本市の小中学校の不登校者数

は大阪府との比較においても、多うござ

います。また、子どもたちの人間関係を

構築するには非常に困難さが増しており
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ます。このような背景をもとに、現在、

保健室が自分の学校の中の居場所となっ

ている児童、生徒も多いことから、保健

室に保健室サポーターを配置することに

よって、専門家、教員ではない立場での

大人による話しやすさで、その児童や生

徒を受けとめます。また、体育活動に不

安のある子どもへの授業サポートを行い

ます。また、保健室の掲示物を養護教諭

とともに作成して、健康教育の雰囲気づ

くりを行い、最後に授業観察により、気

になる子どもの情報収集を教員とともに

行うといった取り組みを行うものでござ

います。

○嶋野浩一朗委員長　答弁、出そろった

と思いますけれども。補足ですか。

　木下課長。

○木下子育て支援課長　１点、訂正をお

願いしたいと思います。先ほど、私のほ

うの保育所整備の答弁の中で保育園名を

摂津さつき園と申し上げましたけれども、

摂津さつき保育園の間違いですので、訂

正のほうをよろしくお願いいたします。

○嶋野浩一朗委員長　それでは訂正させ

ていただきます。

　それでは、安藤委員。

○安藤薫委員　債務負担行為について、

引き続いて質問していきたいと思うんで

すけども、第１児童センター、これまで

摂津市社会福祉事業団が担ってこられて、

地域に開かれ、そして、子どもを中心に

した施設として非常に利用者も多くて、

利用している子どもたちの評判もいいと

いうように聞いております。私もこの間、

何度か一般質問で取り上げてきて、第１

児童センターがあるのに、第２児童セン

ターがなぜないんやろうかと、安威川の

摂津小学校の横に配置されている関係上、

利用者の子どもは主に摂津小学校や三宅

柳田小学校などの子どもたちに集中して

いるという問題を指摘してきて、やはり、

第２児童センターをつくっていく必要が

あるのではないかというようなことも取

り上げてきた経過があるんですけども、

そうした大事な、そして、子どもたちに

も、市民にとっても親しまれている施設

の管理運営を任せていくという点では、

非常に市としての思いとかいうのもきち

んと公募の中に込める必要があるのかな

と思ってお聞きしまして、幾つかご答弁

をいただいたかと思います。

　その中でちょっと気になったことをお

聞きしたいと思いますが、指定管理料に

ついては、予算ではなく決算を見ると、

２，７００万円ちょっとということぐら

いであるということで、予算よりも少な

く推移しているということとあわせて、

他市の同規模の施設と比べると、摂津市

のこういった施設の人件費が高くなって

いると、競争の原理で人件費の削減を期

待するというようなお話があったかと思

います。これも大きな指定管理者の選定

にかかわっての問題にかかわってくるか

もしれませんが、指定管理は安いところ

に任すというわけではないというのが共

通の認識ですし、そういう思いでやって

らっしゃるかと思いますけども、その人

件費を削減する、競争原理で削減するこ

とによって現在の児童センターで働いて

おられる職員のある意味労働条件が下がっ

ていくわけです。指定管理者の２０１０

年の指定管理者制度の運用についての中

では初めて総務省が気をつけることとし

て、留意することとして挙げている点に、

労働法令を順守することは当然で、労働

法令の順守は雇用労働条件に適切な配慮

がなされるように留意することというこ

とになっていて、安易に低賃金であると

か、人件費の削減を目的にするというこ

とになりますと、実際にそこで担われて
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いる方の働いている人たちの賃金にもか

かわってくると。ひいてはそれが子ども

たちのサービスにもつながる可能性もあ

るという点で少し気になりましたが、そ

の点はいかがでしょうか。労働法制の問

題と、それから現段階での働いておられ

る方々の今の事業の中身と、さらに新た

に公募によっていろいろな提案が出され

てきているかと思うんです。安威川以南

への移動、児童センター的な機能ももう

少し高めていくとか、いろいろな提案が

出されているのかもしれませんが、そう

いったものも含めた上で、その指定管理

を取る競争のために指定管理料を低く抑

えて出して、さらにサービス強化という

点になると、労働強化につながるんでは

ないか、その点についてのお考えをお聞

かせいただきたいなと思います。

　それから体育施設ですが、今ちょっと

お話をお伺いしましたら、利用の申し込

み、受付、抽せんなどの業務については

今までと同じ業者で、指定管理者と同じ

になるかわかりませんけども、基本的に

は市民の利用する側としたら指定管理者

が変わる、もしくは今回の更新によって

変更になると不自由になる点とか、混乱

を招くようなことはないということなん

でしょうか。ちょっともう一度確認の意

味でお聞きしたいと思います。

　それから体育施設です。公募しました

けども、応募が１者だけだったと言うこ

とでいいますと、競争原理という点では

ちょっと思惑からはずれてしまっている

かと思いますが、その点はどうのように

お考えなのかお聞かせをいただきたいと。

また何か経緯があるのか、ちょっと追加

でお聞きしたいと思います。

　それから、温水プールについては利用

料金制度の議論をしている中で、指定管

理料だけではなくて、それぞれの指定管

理者の努力で、創意工夫で利用者をふや

す新しい事業をやる可能性が秘められて

いる、モチベーションも上げていくとい

うようなご説明もされてきました。先ほ

どの指定管理料が約３，１００万か３，

３００万円、年間のこの間の温水プール

の利用料が大体４，０００万から５，０

００万円ぐらいの範囲なんでしょうか。

そうすると、従来とほぼ同じくらいの指

定管理料というか、指定管理者への収入

を見込んでの設定だと思いますけども、

今回の公募で利用料金制度で新たな指定

管理者制度ということで始める上に当たっ

て、新しい利用料金を上げて、新しい事

業を立ち上げて市民サービスの向上にも

寄与し、さらに指定管理者としても収益

が上がっていくというようなものにつな

がっているようなことについては加味さ

れていないのかどうか、ちょっとそれも

お聞かせをいただきたいと思います。

　それから、指定管理者制度の運用上、

全体のことで部長からご答弁をいただき

ました。第２次の指定管理者制度のあり

方の指針に基づいてということでありま

すので、ぜひその立場を厳守していただ

きたいというふうに思うんですけども、

総務省の運用上の留意事項の中に、選定

過程、評価での留意事項が幾つか述べら

れていると思います。選定過程において

は選定委員会のあり方について十分に説

明責任が果たされているのか。選定委員

に施設の行政サービス等に応じた専門家

等が確保されているのかどうか。情報公

開等十分に行い、住民から見て透明性が

確保されているのかどうか。これら選定

過程の留意事項の中の幾つか抜粋をさせ

ていただいているんですけど。それから、

今後指定管理者が決まった後の評価につ

いてでありますが、先ほども一定の評価

項目も挙げておられたと思うんですが、
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評価項目や配点等について客観性、透明

性が確保されているか。モニタリングの

数値、方法等についても客観性や透明性

が確保されているのか。モニタリングに

当たって当該行政サービス等に応じた専

門家等の意見を聴取しているのか。評価

結果についての必要な情報公開がされて

いるのかというようなこともちょっと抜

粋して、気になる点として今挙げさせて

いただきましたが、現在、体育施設も温

水プールも児童センターも９月もしくは

１０月に応募しまして、もう締め切りも

されて、既にプレゼンも終わっていると。

最終的には１２月の議会で指定管理者が

決定するということでありますが、現状

ではもう既に選考委員会も開かれて、選

定作業も行って候補者が決定しているか

と思うんです。候補者までを言うてくれ

ということではありませんが、この間の

選定過程はこの運用上、今申し上げた透

明性や客観性、それからこのそれぞれの

体育施設であったり、温水プールであっ

たり、児童センターの行政サービスにつ

いての専門家が選定委員会の中に入って

いるのかどうか。透明性がきちんと選定

過程が図られているのかどうか。恐らく

金額だけではないと思いますから、いろ

いろな項目を挙げて点数をつけて決定さ

れるかと思います。何度もこの間も議論

してきましたが、金額だけの競争であれ

ば金額で勝負がつきますから、非常に透

明性も客観性もはっきりしますけども、

プレゼンテーションを行うこういうプロ

ポーザル方式な選定というのは金額だけ

ではありませんから、うがった見方をす

れば、非常に選定する過程でゆだねる結

果を招く余地のあるもの、逆に市民から

見て、何かあるんじゃないかというよう

な疑いを持たれやすいものであるからこ

そプロポーザル方式でやる点においては

客観性や透明性、公開性がしっかりして

やっていく必要があるかと思うんですけ

ども、その点はどうなのかお聞かせをい

ただきたいと思います。

　次に、民間保育所の整備補助事業につ

いてお聞きします。３園、南千里丘のモ

デルルームを新たに来年に開設を予定し

ている認可保育所、これは確か決定して、

公表もされているものです。桃林会のほ

うで保育所を開設されるということでの

整備事業として、９０名の定員だという

お話です。それから鳥飼にあるさつき保

育園、とりかい保育園、それからこれは

南別府でしょうか、摂津さつき保育園が

それぞれ建てかえで要する費用を補助す

るということで、それぞれ１０名。そう

しまして、合わせますと来年度期中には

現行よりも１１０名の保育の定員がふえ

るというふうに考えられるわけですが、

１０月１日現在、１７６名待機児童がい

るという点から見て、まだまだ待機児童

解消という点には至らないと。長年民間

保育所に施設の改修をやっていただいて、

この間かなり定員をふやしてきていただ

いているという、経過はよく知っており

ますが、今なおまだ足りないという状況

にあるというのが現実だと思います。と

りわけ安威川以北、南千里丘開発に伴っ

て、一中校区の地域での待機児童が非常

に多いという認識は共通の認識だと思い

ますけども、今回は南千里丘に９０名定

員ができましたが、それを解消できるだ

けのものにはなっていないというふうに

思うわけです。一方で安威川以南はこの

間幾つかの保育所にも定員増が図られて

きているわけですけど、それの安威川以

北と以南との関係での待機児童の解消に

ついてどうお考えなのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

　次に、給食の調理業務の委託について
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です。摂津小学校はこれまで民間委託に

やってきた学校よりも生徒数が多いとい

うことと、消費税の増税の分ですか、恐

らく来年４月の５％を８％に引き上げる

こと、それから再来年の１０月の８％か

ら１０％に引き上げていくことを見込ん

での金額、同時に今なお南千里丘の地域

の開発によって児童数がふえていくとい

うことを見込んでの債務負担行為の増額

だと、今までよりも高い金額を設定して

いるという理由だというふうにご説明を

いただきました。こうした子どもたちが

どんどんふえていて変化が大きいような

ところについての、あえてそこは直営の

給食調理員、栄養教諭ときっちりと連絡

をとりあって調理業務を行えるような直

営から、この学校を民間委託にするとい

うことは逆により混乱を招く可能性があ

るんじゃないかなというふうに思うんで

すけど、その点はどうお考えでしょうか。

　それから、給食調理員の現状が７校で

２３名ということで、非正規の方、２人

１組でやっておられるとこですから、実

質体制としたら１１名ですから３４名体

制で、今７校の学校の調理を担っていた

だいて、残りの３校が民間委託というこ

とになるわけです。ここからさらに任用

替えで３名の方と退職者の方１名で４名

減るということですから、正規の給食調

理員は１９名ということになっていくと

思うんです。今ご説明いただいたのは退

職で自然減だけで、１０年後には１０名

ぐらいになってしまうということを考え

ますと、１０名ですと、今お話の、大き

な規模でいきますと正規の給食調理員３

名から４名ぐらい配置してらっしゃると

思いますが、１０名でしたら２校か３校

ぐらいしか摂津の子どもたちの給食を担

う市の職員として責任を負える給食調理

員がいなくなってしまうと。残りが全部

民間委託でどんどん進んでいっていくと

いうようなことにもとれると思うんです。

かつてお聞きしたのは全て民間委託に変

えていくということは、市としての公的

責任を果たしていく上でもノウハウの蓄

積という点でも、また民間業者さんへの

指導とか、それから助言とか指導性を発

揮するという点でもやはり直営は残して

いかなければいけない。半々ぐらいでは

ないかというようなご答弁を以前いただ

いたかと思いますが、この調子でいきま

すと、本当に数校しか直営が残らなくなっ

てしまう計画なんです。しかも、これを

半々にするというお話をこの間議論して

きたのは、あくまでも退職者の方を見込

んで少なくなっていく、その分は不補充

ですよと。私は不補充そのものが問題と

思いますが、市の計画として、行革の計

画として不補充だということで議論して

きたわけですけども、不補充でというこ

とだったんですが、去年も職種任用替え

で突然予期せずに正規の給食調理員が辞

められました。辞められたというか、異

動されましたよね。今回も３名ですよ。

任用替えです。それぞれ任用替えという

のは本人の希望もあるというふうにご説

明されるかもしれませんが、少なくとも

市の教育委員会として摂津の小学校の給

食の調理業務の直営をどのように守って

いくのか。民間委託はどこまでやってい

くのかという長期的なビジョンが任用替

え試験等々によっても大きく変動される、

計画も大きくその都度その都度変えられ

る。市民にとってもまさにそういう思い

だと思うんですけど、その点、市の給食

を担っている担当部署として、今後の小

学校の給食調理業務についてどのような

方針をもって進めていこうとされている

のか、その点をぜひお聞きしたいと思い

ます。任用替えの試験が今後いつあるか
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わかりませんということでありますが、

任用替え試験があれば、どのように手を

挙げてらっしゃるのかわかりませんが、

そこでまた人が減れば、さらにまた民間

委託が進んでいく、そういうような状況

で本来は給食の調理業務は大事な業務だ

から、これをどのように守っていくのか、

民間業者ともきっちりと指導しながら民

間の委託している学校も、直営の学校も

同じ質の安全でおいしい給食が提供でき

るようにするために、摂津市がイニシア

チブを取っていくという立場に立って、

正規の給食調理員の配置、いわゆる人事

ですよね、人事というものを考えなけれ

ばいけないんですが、何か振り回されて

しまって、結局子どもたちの給食、大事

な食育を担っている教育委員会の考え方

も動きもその場しのぎになってしまって

いるような気がしてならないんですけど、

そんな思いを申し上げながら、ちょっと

ご意見をお聞きしたいと思います。

　保育士の処遇改善臨時特例事業補助金

ですが、ご説明いただきました。民間保

育所の保育士等の人件費の補助というこ

とで、今、大阪府のほうから１０分の１

０の財源があてられるというものだと思

います。民間の保育士も含めて、今保育

所だけではなく保育所以外に民間企業な

どで若者の働き方の問題が大きな注目を

集めています。若い人をたくさん採用し

て、短期間で若者を使い捨てにして、短

期間で大量の退職者を出すというような

問題、ブラック企業の問題が出ているわ

けですが、社会福祉法人で行われている

保育所でそういうことは当然ないことだ

と思いますし、あってはならないことだ

と思いますが、それにしてもやはり保育

士を担われる方々の低賃金という問題は

やっぱり大きな問題として待遇改善のこ

ういった制度が使われているというふう

に思います。２，８１７万１，０００円

のお金が１３園、単純に計算すると、１

園が２１６万７，０００円と言うことに

なりますが、これらはどのようにそれぞ

れの園できちんと保育士への、働く人た

ちへの待遇改善に使われたのかどうかと

いうことまできちんとチェックがされる

のかどうか。介護保険の際にも介護従事

者の待遇改善事業補助金というものが出

たと思いますが、働いておられるホーム

ヘルパーの給料に反映してないというお

話をよくお伺いしたことがあったんです。

これは事実経過、ちょっとここでは正確

には述べられませんけども。きちんとそ

の補助金が保育士への待遇改善に活用さ

れているのかどうかというのを、きっち

りとチェックをしていくことは大事なこ

とだと思いますが、その点はどのような

仕組みになっているのかお聞かせをいた

だきたいと思います。

　次に、三宅と味舌のスポーツセンター

の廃止に伴っての子育て総合支援センター

への工事委託料、監理委託料等について

であります。それから、味舌スポーツセ

ンターへの修繕料も絡めてです。先ほど

委員長からもお話がありましたので、廃

止条例に絡んでは後に譲りたいと思いま

すが、少なくとも今度、今の学校用途の

ままでは利用できないというものを改善

して、少しでも多くの人たちに恒久的に

利用してもらえるように工夫をしていく

というのは、経過は私はいろいろ問題点

があると思いますが、そのたくさんの方々

が利用できるようになるということは僕

は決して悪いことではないという認識で

はいますが、ただなぜ三宅は子育て総合

支援センター、保育所の遊戯施設になる

のか、その辺の経過ですね。例えば味舌

スポーツセンターもすぐお隣に摂津市立

正雀保育所がございますね。そちらはそ
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うはならない。逆に言えば、味舌のほう

は多目的な利用ができるような施設に今

後変えていこうとするんであれば、なぜ

三宅のほうは多目的のものにならないの

か。特に子育て総合支援センターの遊戯

室をつくっていくんだと。かなり今まで

と違って園庭の狭い中でたくさんの子ど

もさんが遊んでおられ、生活しておられ

ますから、広い環境をつくってあげると

いうのは大事なことだと思います。思い

ますが、保育所の運営をしていく上での

方針という点で言うと、なぜ子育て総合

支援センターが大きなものができるのか。

もしくはなぜ正雀保育所のほうはそうい

うものができないのか、ということもあ

ると思うんです、見方によれば。その点

をやっぱりきちんと市民に説明をした上

で、たくさんの方々に利用してもらえる

ようにしていくんだということの話をし

ないと、ちょっと非常にわかりにくいん

です。その点ちょっともう一回、これは

条例にかかりますかね、ただ子育て総合

支援センターの監理委託料がここにあり

ますので、スポーツセンターから子育て

総合支援センターの遊戯室ということに

なってますから、やはり私はここで聞い

ておくべきだというふうにちょっと思う

んで、その点を聞かせていただきたいな

と思います。

　次に、摂津スクールサポートスタッフ、

それから保健室のサポート配置委託につ

いてですが、内容についてはよくわかり

ました。今、学校の現場が置かれている

状況というのはこの間もいろんなところ

からもお話をお伺いしますし、保護者の

方々からもいろんなご意見もお伺いして

おりまして、やはり何と言っても学校現

場には人的な保障を強化していくという

ことは非常に大事な教育委員会としても

仕事だと思います。ですから、今回こう

いう緊急雇用特例補助金を活用して、困

難校に少しでもサポーターを配置してい

くということは非常にいいことだなとい

うふうに思うんですけども、その反面そ

の人的保障していく、そしてそのサポー

ターの方々が担われる役割とか、責任と

比べてたった５か月間ですね、これは財

源との関係もあるのかもしれませんが、

たった５か月間で、しかも派遣会社への

委託ということで、本当にそういった大

事な仕事を任すことができるのか。そう

いった人材を集めることができるのか。

その点非常に心配をしております。前回

も確か学級補助員かでこのような制度を

使ってやられてことがあったかと思うん

ですけども、そのときも確か期間限定で

行われたと思いますが、そのときはどう

だったのか。その反省に基づいて今回何

か工夫をされる点があるのかどうかお聞

かせをいただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁お

願いいたします。

　小林課長。

○小林こども教育課長　児童センターの

指定管理料の件でございますけれども、

本市第１児童センターの運営につきまし

ては、長年摂津市社会福祉事業団が担っ

てきていただいております。第１児童セ

ンターはご承知のように小学生の子ども

を中心として、また就学前のお子さんを

連れた保護者の方が利用の中心でござい

ます。中でも小学生が集まる時間帯、来

てくれる時間帯と言いますのは学校の放

課後、また長期休暇、こういった時間帯

に多く来られますし、またそこに合わせ

て講座やクラブ活動なんかを展開してい

るところでございます。現在、職員の出

勤体制についてはローテーション勤務で、

出勤日の調整を行っておりますけれども、

他市では出勤日のローテーション勤務に
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加え、時差出勤と言いますか、出勤時間

の調整なども行っておられるなど経費の

削減を図られているところもございます。

本市におきましては今回公募ということ

で、今まで摂津市社会福祉事業団、この

人件費がベースになっているかと思いま

すけれども、摂津市社会福祉事業団あり

きではなく広く民間の活力も期待し、事

業内容の質を落とすことなく、人件費も

含め経費の効率的効果的な運用を期待し

たいと考えております。また、人件費以

外の事業運営にかかりますそれぞれ子ど

もたちに展開していく事業の消耗品とか

教材費、あと施設の維持管理にかかりま

す営繕費、施設費、維持管理経費につき

ましては平成２５年度予算と同額を設定

いたしまして、その額に２６年度からの

８％、２８年度からの１０％、消費税相

当額も加味した指定管理費を設定してお

るところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　文化スポーツ

課にかかります指定管理者にかかります

ご質問にご答弁申し上げます。

　まず、平成２６年度から５年間の指定

管理者がスタートいたしますが、もし指

定管理者が変更になった場合、混乱等出

ないかというご質問でございますが、平

成２６年度からの指定管理でございます

が、指定に関しまして申し込み、受付、

抽せん等現在の指定管理者が継続された

場合、問題ございませんが、もし指定管

理者が変更になった場合、協定書等作成

の際十分検討いたし、引き継ぎを十分行っ

ていただくことで問題はないかと考えて

おります。

　２点目の説明会、体育施設でございま

すが、応募が１者しかないが、どのよう

な考えということのご質問でございます

けども、説明会には数者いらっしゃって

ましたが、結果的１者の応募となりまし

たが、プレゼンテーションの中で選定委

員のご質問と終了後の選定委員会での審

議におきまして、お願いできると判断さ

れておりますので、お願いする方向で考

えております。

　３点目の温水プールの利用料金制度導

入について、利用者増、新しい事業等加

味されているかというご質問でございま

すが、利用者増と新しい事業につきまし

ては平成２４年度の使用料の収入額、決

算額が約７２０万円、教室の参加料の収

入額が約４，０４０万円でございまして、

こちらの歳入を勘案いたしまして、新し

い事業等を実施していただける額を検討

いたしまして積算いたしております。

　続きまして、４点目の三宅スポーツセ

ンター、味舌スポーツセンターの件でご

ざいますが、こちらの方の建物用途の件

でございまして、今後の使用でございま

すが、なぜ三宅の方が保育所の遊戯施設

になって、味舌がならないのかというご

質問でございますが、三宅スポーツセン

ターに関しましては建物用途が決定して

おりまして、保育所の遊戯施設での使用

と考えておりますが、味舌スポーツセン

ターにつきましてはまだ用途については

現在検討中でございまして、確定してい

ないため多目的施設としての利用を考え

ております。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、木下課

長。

○木下子育て支援課長　子育て支援課か

ら、ご質問のお答えをさせてもらいます。

　まず１点目、待機児童の問題でござい

ますけれども、安威川以北、安威川以南

のバランスがどうかというご質問でござ

いましたけれども、委員のお話のとおり

本市内、とりわけ安威川以北における保

育ニーズが年々高まってきております。
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本市といたしましては建て替えや改修な

どの方法で定員の増加を毎年行ってきて

いるところでございます。平成２２年度

は６０名、平成２３年度は３０名、そし

て平成２４年度は３０名、平成２５年度、

今年度におきましても５０名というふう

に市内で定員増を図ってきており、この

４年間で計１７０名の定員増をしてまいっ

たところでございます。来年度に向けま

しても、現在建て替えをしておりますつ

るのひまわり保育園で１０名の増員、そ

れから先ほどお話をさせていただきまし

た南千里丘の保育所の新設で、年度途中

ではございますが、９０名の増員を予定

しているところでございます。安威川以

南の保育所でもバスによる送迎をしてい

ただいたり、また保育所全園に対して次

年度以降に向けて既存施設での保育所の

定員増をしていただくというようなお願

いをしてきているところでございます。

今後ともニーズに応えられるように努め

てまいりたいと思います。

　もう１点、処遇改善についてのお話で

ございましたけれども、今回の制度につ

きましては、国の支給要件の中で保育所

職員に対して計画の内容について周知を

行うこととされており、保育所職員に情

報を明らかにしての実施となってまいり

ます。また、市といたしましても補助金

として支給した金額の使途について内訳

の報告を求め、保育士等の処遇改善のた

めの費用として実施されているかどうか、

目的どおりの事業実施となっているかの

確認をしてまいります。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、教育総務課

にかかります小学校給食の委託の件につ

いてのご質問、２回目のお答えをさせて

いただきます。

　まず、摂津小学校を委託するほうが児

童数の増加により、給食調理食数も増え

ることで混乱を招くのではないかという

趣旨のご質問だと思います。本市の給食

調理業務につきましては効率的な学校給

食の運営のもとで、安全で安心なおいし

い給食の提供に努めてまいったところで

ございます。民間委託しております学校

につきましても、これも教育委員会が主

たる責任をとるという形での実施をして

きたところでございますので、今後摂津

小学校において民間委託をし、児童数が

増え、食数が増えて、業務量が増えたと

いたしましても混乱のなきよう現場の栄

養教諭と連絡、調整をしながらしっかり

と進めてまいりたいというふうに考えて

おります。

　続いて、民間委託はどこまでやってい

くのか。長期的なビジョンと言いますか、

市として教育委員会としての長期的なビ

ジョンはどうなのかということでござい

ます。第４次行財政改革におきましては

平成２７年度までに５０％、１０校中５

校の民間委託をするよう明記されておる

ところでございますけれども、現状の中

を見てまいりますと、４校にとどまるの

ではないかというふうには考えておりま

す。ただ平成２７年度末に退職者がもう

１名ございます。その時点でどのような

配置をもって給食の直営校としてしてい

くかということも検討する必要があるか

と思います。今後また職種任用替え等も

実施されるのか否か、また今後示されま

す第５次行財政改革でどのように示され

てくるのかというものもまだ示されてい

ないところから、長期的な観点におきま

してはなかなか何校なのかというのは難

しいところでございます。ただ、やはり

議論は避けては通ることはできないとい

うふうに考えております。ですので、今

第４次行財政改革の中で委託するという
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ことに関しまして、今言えるのはおおむ

ね５割ということでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　摂津スクールサポー

トスタッフ配置事業と保健室サポーター

配置事業についてお答えさせていただき

ます。

　この緊急雇用創出基金事業でございま

すので、大阪府からの指導により、特に

重点分野につきましてはこの事業が終了

した後、安定雇用に結びつけたいという

ことから市町村の直接雇用ではなく、人

材派遣会社等を間に通してほしいという

要望がございますので、人材派遣会社等

を使うという形になっております。

　昨年度、安心できる学校の居場所づく

り推進事業で学校安心サポーター派遣業

務というのがございました。大きく課題

として２点ございました。１つ目は学校

ごとにサポーターに求めるニーズにばら

つきがございました。もう１点目は新規

雇用者の児童生徒への対応スキルにばら

つきがございました。

　このたび改善といたしまして、まず先

のニーズにばらつきがあったことに関し

ましては、先に学校ごとにどのようなニー

ズがあるかというのをきっちりと把握し、

学校からの事前調査シート提出を求め、

学校へのヒアリングを行います。２つ目、

対応スキルにばらつきがあった点につき

ましては事前研修を行います。人材派遣

会社のほうでは大きく２点です。社会人

としてのマナー、社会人マナー、それか

らコミュニケーションスキルについて、

学校教育課と児童相談課によりましては、

事前指導といたしまして、児童生徒への

理解や生徒指導体制と学校現場のことな

どを事前にきちっと研修をして臨みたい

と考えております。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。

○山本教育総務部長　指定管理者に関し

て全体的なところということでございま

すので、まず１点、指定管理者を選定す

る際の選定委員会についてどのようなメ

ンバーを想定しているのかというところ

でございます。この件も指針にきちっと

書かせていただいております。委員会を

設置するという旨も書き、その委員会に

は委員の構成でございますけども、副市

長、市長が指名する職員、経営に関し見

識を有する者、審査の対象となる公の施

設に関し見識を有する者等々で構成する

ということになっております。また、会

議の内容、情報公開でございますけども、

その件も会議の公開に関する指針に基づ

き委員会において決定し、基本的には公

開をしていくということになろうかと思

います。それと、この中でやはり選定に

際して複数が出ない場合に競争の原理が

働くのかというような議論もさせていた

だいたところでございます。その際は、

指定管理の制度というのはやはり効率的、

効果的、市民サービスが低下をしてはい

けないという基本原則がございますので、

例え１者であったとしてもその要件を満

たしているかどうかを鑑みて、満たして

いるということであれば、１者において

もその旨を候補者として決定していくと

いうことになろうかと思います。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　少し補足答弁させ

ていただきます。

　体育施設と温水プールの指定管理の件

でございますけれども、体育施設でござ

いますけれども、指定管理者が変更となっ

た場合に不自由、混乱することはないの

かということでございますけれども、基

本的には募集要項に基づいて、仕様書に

基づいて運営していただきますから基本

的には混乱するということはございませ
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ん。ただし指定管理者が変更になった場

合に、現在いきいきプラザで受付をいた

しておられますのにつきましては、それ

は現指定管理者が指定管理している施設

でやっておられますので、この分につき

ましては体育施設の他の施設にその受付

窓口を設置するということになります。

予約システムは何も変わることはござい

ませんので、その分には混乱ございませ

んけれども、一定、受付場所が変わると

いうことにはなってまいります。

　それから、体育施設の応募についてで

ございますけれども、公募にかける限り

は競争原理は働かすということで、我々

といたしましては複数の応募を期待いた

しておりましたけれども、その分には１

者ということで、思惑につきましてはは

ずれたということになるかと思いますけ

れども、この体育施設あるいは温水プー

ルにつきまして、我々何を求めているか

と言いますと、きちっとした維持管理で

ありますとか、それから命にかかわる施

設でございますから、安全・安心という

ことを重きにおいて指定管理者の選定に

臨んでおります。その中で応募者が１者

でございましたけれども、この件につき

ましてはそういった観点から選定作業を

進めさせていただいております。それか

ら、温水プールにつきましても同様でご

ざいまして、もうすぐに命にかかわる施

設でございます。新しい事業をしてサー

ビスの強化と言いますかは加味されてい

ないのかというご意見でございますけれ

ども、我々といたしましては当然利用料

金制度を導入した上で指定管理を入れさ

せていただくということでございますか

ら経費の関係、それからサービスの向上、

そして何をおいても安全・安心、こういっ

た事業をしていただけるかということで

総合的に選定をさせていただいておりま

す。

　それから、三宅スポーツセンターが保

育所ということでございますけれども、

今回保育所として補正予算を挙げさせて

いただいております。建物の用途変更を

するに当たりまして、大阪府の建築主事

と協議をさせていただきました。その中

で建築基準法上の観点から三宅スポーツ

センターにつきましては保育所がよいの

ではないかというようなアドバイスもい

ただきました。その中で私ども検討いた

します中で、隣接して子育て総合支援セ

ンターがございまして、そこの保育機能

の充実と言いますか、それを図りながら、

なおかつ本来の保育目的以外の時間につ

きましては現在私どもが行っております

学校施設開放に準じた形で一般にも利用

していただけるということで、今回三宅

スポーツセンターにつきましては子育て

総合支援センター遊戯室、保育所として

位置づけて整備させていただくものでご

ざいます。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩します。

（午前１１時４３分　休憩）

（午前１１時４５分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　再開します。

　安藤委員。

○安藤薫委員　指定管理者についてであ

りますが、いろいろご説明もいただいて

いるわけですが、やっぱり大事なことは

指定管理者にしても、公の施設というこ

とで市民サービスを後退させないという

こと、それから公的な責任を後退させな

いと。合わせて指定管理をすることによっ

て競争原理はいい面に働く面と悪い面で

働く面が当然あると思って、そういう点

で金額の競争になったときの働く人たち

の労働条件が悪くなったり、それから人

件費削減ばかりが走ってしまうことによっ

て、ひいては市民サービスの後退になっ
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たり、公の施設の責任を果たすことがで

きなくなるということを回避するという

点でしっかりと公的責任を果たしていく

ということが大事だというふうに思いま

す。児童センターについても非常に市民

からも喜ばれている、昭和６３年ですか、

開設されて以来、そこで育った子どもが

ボランティアで市政の運営にボランティ

アに参加されるということで、非常に人

への投資という点でも重要な貴重な施設

だと思いますので、そこへの指定管理と

いう点では今後さらにサービスの向上に

向けて市としての責任を果たしていただ

きたいですし、安威川以南へのセンター

機能を、今は移動という形でありますけ

ども、今後の拡大も視野に入れた取り組

みを進めていただきたいということを要

望したいと思います。

　それから、体育施設については指定管

理者によっては申し込みの場所が変わっ

たりするという可能性もあるけども、そ

こはしっかりやるというような部長から

のお話でありました。その点は業務上の

問題で混乱のないようにしていただきた

いですし、これもまた条例のときにも触

れていきたいと思いますけども、体育施

設そのもの、今スポーツに対する市民へ

の参加状況が非常に活発になってきてい

ますし、市としてもスポーツ振興を推進

をしている立場にありながら、スポーツ

の施設そのものがこの間ずっと減ってき

ているんです。野球をしたい、バスケを

したい、バレーをしたい、ヨガ体操をし

たい、いろんな市民の皆さんがグループ

をつくっていろんなニーズがある中で、

なかなか予約が取れないというお話もあ

ります。スポーツセンターが今閉じられ

ている点でも非常に大きな市民にとって

は、何をしているんやろうなというよう

な思いがあると思うんです。そういう点

では非常に体育施設というのは重要な施

設という観点で、指定管理者を私も見守っ

ていきたいと思いますけども、業務をしっ

かりと進めていただくように、これも改

善を含めて指導していただきたいという

ふうに思います。

　温水プールについても部長からありま

したように一番は市民の安全というお話

でありましたので、安全が図られるよう

に人的な確保も含めてチェックをしてい

ただくと。もちろん自主的なモニタリン

グということで、それも公開もしていた

だくということでもありますし、摂津市

としてもきちんと強化をして公表してい

くということでもあるかと思いますが、

日常的に一旦委託をしてしまえば、後は

中身が細かいことがわからないというこ

とでは非常に困るわけです。しかも選定

委員会の中には必ずその業務に精通した

専門家が入って意見を聴取するというこ

とも留意事項に入っているわけで、そこ

をきっちりやっていただきたい。現状、

選定委員会のメンバーを見ると、担当部

長が参加されているのかなと思うんです

けど、より細かいところまではわかった

現場の方がきちんと選定の中に、それか

らチェックをしていく中で入って意見が

言えるように、チェックができるような

体制もちゃんとつくられているかと思い

ます。その点ちょっと確認させていただ

いて、もしつくられて、そういう形でや

られているならばそれで結構なんですけ

ども、ちょっとその点だけお聞かせいた

だきたいというように思います。指定管

理者全般に当たりましては、やはり透明

性、公開性、客観性です。担保できるよ

うな制度をきちんと進めていただきたい

ということを申し上げておきたいという

ふうに思います。指定管理者のほうはそ

のぐらいで一つだけお聞かせください。
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　民間保育所の整備についてであります。

まだ、今のご説明で定員数もかなりふや

してきましたよと。努力してきましたよ

というお話であります。しかし、今なお

待機児童のほうが上回っているという状

況で、待機児童解消のために定員増の努

力をしてきたとおっしゃいました。それ

はそうだと思うんですが、そこで私抜け

ておるのは民間保育所にお願いをしてい

るけれども、公立の保育所として、別府

のこども園をつくられましたけども、公

立の保育所としてこの待機児童をどう吸

収していくのかというような努力とか、

工夫というのはちょっと欠けているんで

はないかなというように思うんです。空

いているところにバスでお迎えに行くと

いうお話も今されましたけども、０歳児、

１歳児、２歳児、小さなお子さんに朝、

バスに乗せて長い距離を走って保育所に

連れていくというのは、非常に子どもの

体力の問題でも、それからきちんとした

保育の場を提供していく子どもの健康や

安全を考える点でも非常に非現実的な話、

不合理な話だと思うんです。やはり認可

保育所をしっかりとつくっていく、民間

にもお願いし、公的な責任としてもそれ

を拡大をしていく努力をしていくという

ことが私は必要だと思いますが、その点

のお考えをお示しください。

　それから、給食の問題であります。４

校にとどまるというのは直営が最低でも

４校に今のままではとどまるという、民

間委託が４校ということですね。４校ま

で民間委託ということですか。失礼しま

した。４校まで民間委託と。ただ退職者

の数によっては増えていると。５割ぐら

いまでというようなお話だったかと思い

ます。これに任用替えが入っていくと、

先ほどもお話がありましたように任用替

えで職種替えによって給食調理員が減っ

たら、また民間委託ということで、その

計画そのものがまた崩れていってしまい

かねないと。先ほど申し上げましたよう

に大事な給食調理員の問題。体制の問題。

市が責任を果たしていくための大事なも

のですから、教育委員会としてしっかり

とした基準を設けて、計画を立てて人員

配置を、人員体制をやるべきだと思いま

す。減った場合には減った数だけ民間委

託ではなくて、必要に応じて正規職員を

雇用するというようなことを考えていか

なければならないと思いますが、どうで

しょうか。それから、市の責任をしっか

り果たすから民間委託でも直営でも変わ

らないというようなお話がありました。

現場で一番その市の責任を果たす先頭に

立って頑張っておられるのは恐らく学校

の栄養教諭だと思います。今、摂津市の

栄養教諭、栄養士の数は各校に配置され

ているんでしょうか。今、アレルギーの

問題等非常にお子さんの健康アレルギー、

アレルゲンそのものが非常に多様化、複

雑化されていて、その対応が現場では非

常に大変だというふうにお聞きしており

ます。死亡事故も東京調布市でもありま

した。衛生管理基準等がきっちりとつく

られてアレルギー対応、アレルギーマニュ

アル等をつくるというお話でしたが、そ

ういったものがつくられていて初めて民

間にも直営でも安全・安心、公的責任を

果たすことができるというふうに思いま

すし、栄養教諭と民間業者とでしっかり

とした市の思いを伝えられているのか、

指導ができるのか、教育委員会担当課が

専門家の調理委託業者の責任者としてき

ちんと話をして責任を果たして、指導が

できるのかどうか、そのことも非常に問

われていくと思います。その点はいかが

なのか。その点も含めて公的責任を果た

すという点をおっしゃいましたので、そ
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の点をちょっとお聞かせいただきたいと

思います。

　待遇改善の補助金についてはわかりま

した。情報公開、きちんと情報をお知ら

せすると、保育士たちも。それから、使

途についても確認をするということであ

りました。これが確認だけするけども、

指導的な権限があるのかどうかはわかり

ませんが、目的に応じた形で活用される

ように市としてしっかりとチェックをし

て、されていないのであれば活用ができ

るように市、府合わせて、国合わせて働

きかけをしていただくようにお願いして

おきたいと思います。

　それから、子育て総合支援センターの

件です。三宅が保育所のほうになったと。

経過はわかったんですが、保育所として

これを広げなければいけないというニー

ズがあったのか、その辺のやりとりがあっ

たのかどうかですね。なぜ多目的センター

にはならないのか。正雀と同じような条

件だと思うんですけども、ちょっとその

辺の違いがわかりにくいなと思いまして、

もう一度お願いできないでしょうか。

　それから、もともと三宅も味舌もスポー

ツセンター、スポーツ施設として体育館

は恒久的に利用しますよと。グラウンド

は３年間ごとの暫定利用をしてきますよ

ということであるかと思います。ですか

ら地域の方々もともとは三宅小学校、味

舌小学校が廃校されて、地域の皆さんの

大事なコミュニティの場所を確保してい

かなければいけないというような地域の

方々の声も受けて、もちろんスポーツの

振興ということもあって、スポーツセン

ターを利用されるようになったわけです

が、当時は市民の方々が利用したくても

スポーツに限ったものでないとだめです

よということで、ストップをかけてたよ

うな時期もありました。今度はそういっ

た方々も利用できるようになりました。

改善ではあるかと思いますが、その辺大

きく変わってしまったというのはどうな

のか、その辺の変更、方針が変わったと

いう点についてもちょっとお聞かせをさ

せていただきたいと思います。それと合

わせて、やっぱり市民が施設を今後も恒

久的に利用していけるようにしていくと

いうことは非常に大事だと思うんですが、

現状では１０月から３月末までがとまっ

たままです。先ほども言いましたように

予約がいっぱいで、なかなか利用ができ

ないという方もいらっしゃいます。すぐ

隣の校舎はあいているのに、そこででき

るスポーツやいろいろな行事も今現在で

は借りられないような状況にあるんです

けども、こういった市民の皆さんの利用

ニーズに応えるために今後いろいろ工夫

をしないといけないと思うんですが、工

事の時期ですね、三宅と味舌の工事の時

期、それからいつから市民の皆さんが利

用できるようになるのか、そういったス

ケジュールをきちんと明らかにする必要

があると思うんですけど、現段階でわか

る範囲で教えていただきたいと思います。

　スクールサポートの件であります。前

回行ったことで、非常に現場も人が配置

されることについては歓迎されていたと

いうお話も聞いたことがあるんですけど

も、課題も２つ今もおっしゃられたよう

にありました。そのばらつきを解消して

いくために派遣会社も教育委員会も対応

していくんだというようなことでありま

す。ただ、これ派遣会社じゃないと絶対

だめなんでしょうか。要望としてあるだ

けなんじゃないでしょうか。市としてき

ちんと面接をして、こういう方が大丈夫

だという方を配置するのが本来あるべき

ではないかなというふうに思いますが、

もう既に業者は決定されているんでしょ
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うか。昨日の新聞の折り込みチラシの中

に載ってましたよね。摂津市の緊急雇用

基金事業、摂津市内の小中学校生活新業

務として、時給１，２５０円。スクール

サポート事業３０名募集とあるんですね。

これはパソナという会社が募集しておら

れますが、これはもうこの事業のことで

しょうか。パソナという会社が受託をし

て、そしてここには要件が余り書いてな

いんです。資格のことも、業務内容も若

干少し述べられていますが、こういう募

集で果たして本当に求めている人材を確

保することができるのか。責任をもって

指導ができるのか。５か月しかありませ

んが、指導が終わったら、もう終わって

しまうということで、これは学校にとっ

ても教育委員会にとっても、本来の趣旨

である安定雇用に結びつけていくという

点においても非常にちょっと矛盾が生じ

ているんと違うかなというふうに思うん

ですけど、ちょっとその点ご説明をいた

だきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午前１１時５９分　休憩）

（午後　０時５９分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　それでは再開いた

します。答弁を求めます。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　まず最初に、指定

管理者の選定委員の件でございますけれ

ども、選定委員につきましては、今回の

指定管理者の選定に向けて選定委員会が

設置されております。副市長を委員長に、

民間の方が経営の観点からお一人、それ

から指定管理全体を見ていただく方がお

一人、それと行政の職員が３人入ってお

ります。合計６人でございます。

　そして、安藤委員のご質問にございま

したように、公の施設に関して識見を有

する者として、生涯学習部長として私が

入らせていただいております。私は個人

で入っているわけではございませんで、

組織として入らせていただいております。

選定委員会に出席するに当たりましては、

課員から、あるいは課長からそういった

意見を聞きながら、私ども生涯学習部と

して意見を述べさせていただいておりま

す。今回の選定委員会におきましても、

経費という観点のみでなく、サービスの

向上、あるいは維持管理をどのように管

理運営いただくかと、そういった観点か

らご質問もさせていただきました。そし

て、この選定委員会の設置におきまして

も、私の意見では足りないときには、委

員以外の出席を求め、説明、もしくは意

見を聞くということになっておりますの

で、そのような体制で委員会を審議いた

だいております。

　続きまして、スポーツセンターの件で

ございますけれども、味舌スポーツセン

ターについてもご質問がございまして、

次の議案ともかかわってくるわけでござ

いますけれども、三宅が保育所で、味舌

が多目的施設の違いというようなご質問

でございますけれども、１点はそれぞれ

の施設の存する地域の用途地域が異なる

ということがございます。それから、２

点目といたしまして、建築基準法には保

育所という施設の項目がございますけれ

ども、多目的施設という項目がございま

せんので、多目的室を府の建築と協議い

たしますときには、具体的な事案をもっ

ていって協議するというようなことになっ

てまいります。

　こういったことから、先ほど答弁いた

しましたように、三宅スポーツセンター

につきましては、府の建築主事のアドバ

イスもございまして、保育所ということ

で検討に入りました。保育所として検討
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する中で、私ども担当課長とも協議し、

実際に子育て総合支援センターにも参り

まして、その保育状況を見させていただ

きまして、今回、子育て総合支援センター

の遊戯室として決定させていただいたも

のでございます。

　味舌スポーツセンターにつきましては、

今申しました建築基準法では多目的とい

うのはございません。それで、なるほど、

正雀保育所も隣接しておりますので、同

様に保育所として設置することも可能で

ございます。その中で、子育て総合支援

センターの折に検討した上でございます

けれども、保育所として新たに位置づけ

る場合には、体育館だけではなくて、そ

のもとになる子育て総合支援センターそ

のものも現行の建築基準法に合わせなけ

ればならないということが出てまいりま

す。子育て総合支援センターは、平成１

２年に建築しておりますので耐震基準に

は合っておりますし、大幅な改修は必要

ないというふうには見込んでおります。

ただ、正雀保育所につきましては、昭和

４７年の建築でございまして、耐震補強

もしておりません。この施設を同様に保

育所として利用する場合には、その正雀

保育所につきましても現行耐震基準に合

致させるような改修も必要になってまい

ります。この築４０年以上たっておりま

す正雀保育所を耐震改修して利用するの

かどうか、そういったことも検討してま

いらなければなりません。見込みとして、

大幅な改修費もかかってまいります。そ

の中で、府のアドバイスもございまして、

多目的室としても利用できるというよう

なございましたので、味舌スポーツセン

ターについては単独の施設として、多目

的として利用するというふうに決定した

ものでございます。多目的室に転用いた

しましても、正雀保育所の遊戯室として

利用することは可能でございますので、

同様に必要な折には、遊戯室として利用

できるというふうに考えております。

　それから、スケジュールの点でござい

ますけれども、三宅は保育所として整備、

改修するということになりましたので、

この点につきましては、ご可決いただき

ましたら、来月から実施設計に入らせて

いただきます。細かいスケジュールにつ

きましては、こども教育課長からご説明

させていただきます。

　それから、味舌スポーツセンター、多

目的室ということになりますと、今申し

上げましたように、具体的な事案を作成

して、大阪府へ協議に参って、そこでそ

れでいけるということでございましたら、

調査設計に入り、次いで実施設計、そし

て工事させていただくというようなこと

になります。多目的室として利用する場

合には、大阪府と協議の中では、建物用

途を明確に決定し、その用途に建物用途

を変更してから工事ということになりま

すので、三宅スポーツセンターよりは遅

れての改修工事になるというふうに予定

いたしております。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　今、宮部部長か

らございました地域子育て支援センター

遊戯室に向けての準備でございますけれ

ど、担当課といたしましては、今後、３

月をめどに実施設計書を作成し、大阪府

への用途変更申請手続等を進めてまいり

たいと考えております。その後、大阪府

の許可が下り次第、速やかに工事着手に

向けまして入札の準備行為、入札を行い、

工事業者等の決定をしてまいりたいと考

えております。ただ、工期が次年度にも

またがるといったことから、今定例会で

工事監理委託料、工事請負費予算につき

ましては繰越明許費として計上させてい
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ただいております。

　工事期間につきましては、内容にもよ

りますけれども、大体６か月から７か月

程度必要と、建築課のほうからお聞きし

ております。

　あわせて、公立保育所の待機児童を含

めた受け入れ態勢についてということで、

公立保育所の所管が私どもこども教育課

でございますので、私のほうからご答弁

させていただきます。

　国のほうでは、委員ご承知のように、

地域の特性を生かしながら、幼児教育や

保育、地域の子ども子育て支援を総合的

に支援する仕組みといたしまして、平成

２４年８月にこども子育て関連３法が交

付されました。この制度では、各市町村

が実施主体で、質の高い幼児期の学校教

育、保育の総合的な提供、子育て相談や

一時預かりの場の充実、地域における子

育て支援の充実、また待機児童解消を目

的とした保育受け入れ人数の拡充などに

取り組むこととなっております。

　本市におきましても、子育てにかかり

ますニーズ調査を近々実施したいと思っ

ております。また、保護者、子育て関係

機関、学識経験者の方で構成いたします

摂津子ども子育て会議を設置しておりま

す。あわせて、私ども公立といたしまし

て、公立保育所が果たしてきた機能であっ

たり役割、また定員設定、こういったこ

とを念頭に置きながら、今後の公立の保

育所、また幼稚園、これらを含めた就学

前教育施設のあり方を今後どのように位

置づけていくのかといったこともあわせ

て検討する必要があろうかと思います。

そういったことから、摂津市こども子育

て支援事業計画を策定していきますけれ

ども、その中には、私どもの一定の考え

方も踏まえて、計画に盛り込められたら

なと考えておるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、安藤委員の

民間調理業務委託についてのご質問にお

答えさせていただきます。

　今後、給食調理員の任用替え、退職者

が増えていく場合の正規職員の雇用はな

いのかといった内容のご質問だったと思

います。現時点では、第４次行財政改革

を実施しているさなかでございます。目

標値といたしまして、委託率が５０％と

いうことで進めておったところでござい

ますけれども、４校、おおむね４０％に

とどまるものと考えておるものでござい

ます。この第４次行財政改革では、退職

者等の欠員については不補充ということ

でございますので、現時点で正規職員の

雇用は考えておらないということでござ

いますので、ご理解をお願いいたします。

　続きまして、アレルギー児童の増加に

伴いましての学校栄養教諭の業務等が大

変ではないか、また除去食がきっちりと

民間業者に指導できるのかといった内容

のご質問でございますけれども、現在、

学校の栄養教諭につきましては、小学校

１０校中６校、６名の栄養教諭が配置さ

れておるところでございます。この６名

をもって、１０校のアレルギー児の除去

食対応のメニュー等をチェックしておる

ところでございます。

　この平成２５年４月から、一定、アレ

ルギー除去に関するガイドラインを作成

しておりまして、それに沿って除去食を

進めておるところでございます。直営校、

民間校にかかわらず、学校長、教頭をは

じめ、養護教諭、また担任、そして給食

調理員、また委託の受託者の責任者と綿

密に協議をして、指導を行っておるとこ

ろでございます。

　それで、除去食を提供しており、今後

も事故のなきよう、委託業者につきまし
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ては、委託業者の責任者と連絡調整を密

にして、調理を行い、安心安全な給食を

提供してまいるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　若狭次長。

○若狭次世代育成部次長　緊急雇用創出

基金事業の補助金を活用いたしました２

つの事業についてご答弁申し上げます。

　まず、本事業でございますが、緊急雇

用創出基金事業のうち、重点分野雇用創

出事業という種類でございます。この事

業につきましては、大阪府の商工労働部

雇用推進室労政課が基本的な考え方を示

しておりまして、「人材育成を行い、次

の就業機会へつなげる事業とすることか

ら、民間企業やＮＰＯ等に委託すること、

直接雇用は認めない」とあります。言う

ならば、府の強い指導のもと、それに沿っ

た計画を提出しない限り、採用されない

ことから、本事業においても派遣会社を

間に入れる形をとっております。

　なお、本事業につきましては、１１月

１日の本会議での議決をいただいてから

の事業実施と認識しておりますが、議決

後、できるだけ速やかに事業実施ができ

るよう、準備を進めているところでござ

います。

　人材派遣会社には、多くの応募の中か

ら人材を選定していただき、学校と私ど

ものニーズに沿った人材の派遣を求めて

まいります。十分な打ち合わせを実施し

ていく予定でございますので、ご理解い

ただきますようよろしくお願いいたしま

す。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ちょっと、大分絞れてき

たんですけれども、指定管理者の選定の

問題についてですけれども、先ほども申

し上げましたように、公の施設の公的な

責任をしっかり市が果たせるように、そ

れから料金だけでなくて、市民サービス

の向上とか、それからその公の施設が持っ

ている役割がしっかり果たせるようなチェッ

クを果たしていただきたいし、そのチェッ

クの過程においても、選定の過程におい

ても、市民の皆さんがわかるように、情

報公開をしていただくとともに、新しい

提案も受け入れつつ進めていただきたい

ということで、今回は要望にしておきた

いというふうに思います。

　それから、スポーツセンターでござい

ます。今、三宅と味舌の今後の対応につ

いてご説明いただいたのと、今後のスケ

ジュールのお話をいただきました。

　もともと、用途区域の問題があって、

このような状況に、廃止条例という形に

なってきたのかなというふうに思うわけ

ですが、少なくとも地域の皆さんが活用

されているコミュニティの場でもあり、

スポーツの場でもあって、より広い地域

の方々が利用できるような施設として、

市が責任を持って管理をし、利用できる

ようにしていくというのは一番大事なこ

とだと思いますので、その点はぜひ留意

をしていただきたいと思いますし、現段

階では、市民の皆さんには１０月からの

使用停止ということで、３月までという、

いろいろな代替の場所を苦労して探して

おられるような状況かと思いますが、い

つ市民がその施設を使えるようになるの

か、具体的にどんなふうな要項で使える

ようになるのか、工事までの間の時期は

ずっと使えないのか、などなどを含めて、

きちんと市民の皆さんにアナウンスをぜ

ひ早目に、早目にしていただいて、地域

の皆さんが一緒になってつくり上げてき

た団体であったりとか、それからスポー

ツを楽しんでおられて、せっかく近くの

ここのスポーツセンターでやれてた方々

が、そこからまた遠ざかるようなことが

あったら本末転倒になると思いますので、
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その点、そのスケジュールについてもよ

り細かく、一日も早く、市民の皆さん、

もちろん議会、市民の皆さんにお知らせ

していただけるようにしていただきたい。

　それから、子育て総合支援センターに

遊戯室ということにもなります。後々、

また議論にもなるかと思いますけれど、

味舌は多目的、いずれにしても今までよ

りもより広い方々が利用できるようにし

ていくというような趣旨であるというふ

うに理解をしておりますので、そのため

の要綱も、それからさらに発展ができる

ように、教育委員会が主導して、味舌、

三宅のスポーツセンター、それから暫定

利用になっているグラウンド、耐震補強

がされているのに使うことのできない校

舎も含めて、庁内の協議が必要だとおっ

しゃるかもしれませんが、生涯学習やス

ポーツ振興を担う部署として、しっかり

とした方針を持って臨んでいただきたい

と、要望にしておきたいと思います。

　それから、保育所の件です。こども子

育て会議の設置、それから計画の策定、

ニーズ調査が今行われているというお話

でありました。

　この間、先ほども申し上げましたよう

に、待機児童の問題というのは非常に大

きな問題で、摂津市でもここ最近、急激

にこの問題が深刻になってきています。

全国的には、横浜市にように待機児童ゼ

ロ作戦といって、待機児童がゼロになっ

たような大々的な宣伝をしてらっしゃる

ところもありますが、その中身を見てみ

ると、安上がりの、安上がりとは言葉が

悪いかもしれませんけれども、非常に保

育の質を落としてしまうような中身での

待機児童の解消であったり、保育の安心

して子どもを預けて保育をしてもらえる

という保護者の思いに応えた中身になっ

ているかというと、いろいろな問題点が

あると指摘もされていますし、私もその

点が気になっています。そういうような

形でなくて、しっかり公的な保育の責任

を負うという立場で、待機児童の問題を

考えていっていただきたいと思います。

　話がちょっと大きくなってきましたの

で、このぐらいにしておきたいと思いま

すけれども、民間の保育所の定員増によ

る今回の債務負担行為による補助金です

けれども、やはり市としてしっかりと認

可保育所を、きちんとした保育のサービ

スが提供できるような認可保育所をふや

していく、公的な責任をどのような形で

やれるのかをしっかりと考えていただき

たいということを申し上げておきたいと

思います。

　それから、給食についてです。この問

いは、いつも議論になっているわけです

けれども、栄養教諭の方が１０校中６人

いらっしゃると。先日も、市内のアレル

ギーを持っておられるお子さんや、除去

食がどれぐらい必要になっていますかと

いう質問をさせていただいたことがあり

ました。アレルゲンも非常に複雑多岐に

わたっていて、１人の児童でも複数のア

レルゲンを持っておられるということで、

より細かく、そして細心の注意を図らな

くてはいけないし、細心の注意を図って

いても人がやることで、何かの間違いが

起きる可能性というのはやっぱりそれは

想定してやらなければいけないし、その

ときにはどういう対応ができるのか、そ

こに現場にいる先生であったり、栄養教

諭であったり、または本人であったり、

そこの校舎にいる、教室にいる子どもた

ちであったり、それをきちんとした対応

をとっていかなければいけないというふ

うに思いますし、そうだと思います。

　そういう点でいうと、栄養教諭の数が

非常に少ないのではないかなということ、
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衛生管理基準もまだしっかりと整備され

ているかどうかというのも非常に不安で

す。そのもとでの民間委託ということに

なると、なおさらワンステップ置くこと

になりますから、子どもの本当に何かあ

るとき、何かあったらいけないけれど、

先ほど安全安心が一番だという指定管理

者の説明がありましたけれど、何かあっ

たら遅いというようなのが給食だと思う

んです。そういうことを考えると、やは

り私は民間委託をするのではなく、直営

でしっかりと責任を持ってやるべきだと

いうふうに思いますし、仮に民間委託の

会社の責任者の方と、きちんと調整を図

れば図るほど、今度は現場の給食調理員

と、指導を市が直接やればやるほど、子

どもたちのことを思ってやればやるほど、

今度はこれは偽装を置くようになってく

る、労働法制の問題にかかわってきて、

非常にこれは矛盾が大きなものになって

いるということを指摘しておきたいとい

うふうに思います。

　それから、スクールサポートの事業に

ついてです。私は、やはり学校の現場に

人を配置して、子どもたちに寄り添う指

導を少しでも、今よりも一歩でも二歩で

も前に進めていくというような取り組み

というのは、非常に大事だと思います。

本来であれば、正規で雇って、学校現場

で子どもたちに寄り添う先生や大人の目

がふえるということが私は一番だと思い

ますが、そうならないときに指をくわえ

てまっていることではなく、補助金があ

るなら活用して、臨時的にでもやってい

くというのは非常に大事なことだという

ふうに思っています。

　ただ１点、やはりこういった大事な問

題を、そして大事な子どもにかかわる問

題を派遣会社に任さなければいけないよ

うな制度そのものについては、非常に矛

盾を感じています。この点は、ぜひ今後、

この緊急雇用の制度が残るのかどうか、

それがそもそも教育の現場に適している

のかどうかということも、よく教育委員

会でもまた議論もしていただき、大阪府

や、またはこれはどこの、省庁でいくと

どこになるのでしょうか、国に対しても、

総務省ですかね、厚生労働省ですか、厚

生労働省とか、より現場で子どもたちの

ために、学校現場のために活用できるよ

うな制度として、ものを申し上げていっ

ていただきたいと思います。

　これはチラシを見て、市民の方が、こ

んな大事なことをということで、市の教

育委員会が問われる中身なんです。制度

はこうなんですといって、これはもう緊

急避難的な措置で、それでも一歩でも前

に進めるということは、市民の皆さんは

なかなか理解はできません。本来あるべ

き姿と、今回の制度を最大限利用するた

めにこうなっているということは、きち

んとということがあるわけですから、そ

こを改善していく方向で考えていただき

たいですし、市独自、教育委員会独自と

しても、より５か月で終わるのではなく、

安定雇用を目的としているものでありま

すから、そういった技術やノウハウを培っ

た人たちをまた摂津市教育にかかわって

もらえるように、違う形でつながりを断

ち切らないようにしていくという努力も

必要だと思いますので、そのことを申し

上げておきたいと思います。

　全て今要望にしました。終わります。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員の質問は

終わりました。ほかに質問のある方。

　東委員、どうぞ。

○東久美子委員　２点、ご質問とご要望

になるかと思いますがお願いいたします。

　まず、１点目なんですが、学校給食調

理業務委託事業に関してです。摂津の給
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食なんですが、食材の選定、それから学

校行事のときの対応など、本当に丁寧に、

直営の学校ですが、行われています。そ

の中で、教職員、給食調理員の方も含め

て、一つの学校をきちんとみんなの力で

つくっていくという姿勢があって、本当

に協力し合う中で給食が進められている

と思っています。

　民営の場合なんですけれども、民間に

なった場合に、その辺のところはいかが

ですかというご質問が１点。本当に、保

護者は、食物アレルギーについては心配

されていて、岩見課長のほうからもお話

があったように、誰かに任せるではなく、

管理職、担任、それから養護教諭、栄養

士の栄養教諭がいる学校は栄養教諭、チー

ムで対応しています。その辺のチームの

中に、民間であろうときちんとかかわる

中で、子どもたちの安心安全な給食とい

うのをお願いしたいと思っています。

　２点目のですが、２点目は保健室とサ

ポーター配置委託に関してです。これも

ご説明がありましたので、中身について

は摂津独自ではございませんので制限が

あったりとか、大変な中での活用だなと

いうふうには理解しております。

　ただ、本当に人やなと思うんです。今

まで、学校の中にこういうふうな緊急雇

用で来られた方が、学校のことを本当に

考えてくださって、残って、学校にいろ

いろな形で、サポートの形で残られて、

学校がきちんと子どもたちを育てるいう

ことができた事例もございますので、一

時的な雇用とかいうことではなく、本当

につながった、より摂津にふさわしい、

摂津の子どもたちを一番に考えてくださ

る方が残っていただけるようなものにな

ればいいなと思っています。

　常々思っておりますが、こういうふう

な、特に保健室関係なんかがそうなんで

すけれども、数値であらわせない成果と

いうのが多大なものがあると思うんです。

　摂津市は、子どもの生活面のフォロー

をしなければ、学習意欲がちょっと高ま

らないという子どもも多い現実がござい

ますので、何がどうのこうのという数値

化だけではない部分も大切にしていただ

いて、せっかくのこういうふうな人材派

遣がございますので、成果を数値だけで

はなく、また教えていただけたらと思っ

ておりますので、この２点です。よろし

くお願いします。

○嶋野浩一朗委員長　それでは答弁を求

めます。

　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、給食の民間

委託についてのご質問にお答えさせてい

ただきます。

　民間委託しております学校におきまし

ても、委託の仕様書、また契約書等の中

に、学校行事に協力するようということ

の文言も入れさせていただいております。

　また、アレルギー除去食につきまして

も、今、東委員のほうからございました

ように、その子どもたちへの対応は、学

校、そして教師、また栄養士、養護教諭、

保護者等々が連携をしなければ、安全に

安心して提供することもできませんので、

このことについても、委託業者の責任者

に重々こちらのほうから協議、指示を行

いまして、事故のないよう、業者の責任

者が自らの社員に教育するよう指導して

いきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、保健室

サポート配置委託料に関する質問につき

まして、岡部課長。

○岡部学校教育課長　保健室配置事業な

んですけれども、５か月ではありますけ

れども、研修等も行いながら、より現場

のニーズに合った、学校現場のニーズに
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合った方を我々もともに、それこそ行っ

ていただいた方たちがより頑張れるよう

に見守るというか、支援する形はもちろ

んとっていきますし、その方がもし資格

等をお持ちで、仮に次の年、新たな職と

いうものでなければ、引き続き学校現場

で活躍していただけるように、非常勤の

形になってはいけないとは思うんですけ

れども、もしなければそのような形でお

願いしたいなと考えておりますし、その

方々のより一層の技能、そういうものの

向上については、私どもがバックアップ

していきたいと思っています。

○嶋野浩一朗委員長　答弁が出そろいま

した。それでは２回目、東委員、もうよ

ろしいですか。

○東久美子委員　はい。

○嶋野浩一朗委員長　わかりました。

　南野委員。

○南野直司委員　午前中から、さまざま

な議論が出ておりますので、もう私のほ

うからは１点だけ、ちょっとお聞きした

いなと思っています。改めてですけれど

も、委員長もご理解いただきたいと思う

んですけれども、今回、債務負担行為の

補正で、児童センター指定管理事業が、

この２６年度から３０年度で１億３，４

００万円ということで組まれましたけれ

ども、先ほどから議論がありまして、第

１児童センターのみということで以北に

あるだけでありまして、やはり以南の子

育て世代の例えばお母さん方からも、児

童センターはこっちのほうにはできない

のかという、やっぱりお声をたくさんい

ただくわけでありまして、改めてですけ

れども、申しわけありませんけれども、

どのように今考えておられるのか、新た

な児童センター設置について、ちょっと

お聞かせいただきたいなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　第２児童センター

といいますか、安威川以南の児童センター

の考え方でございますけれども、今の第

１児童センターにつきましては、委員ご

承知のように摂津小学校区にございまし

て、利用者の大半が摂津小学校、味舌小

学校、三宅柳田小学校の子どもたちで構

成されており、大きなイベント等には以

南のほうからも少なくはありますが参加

はしてくれています。

　そのような中で、現在、公共施設を建

設する中で、単独の児童センター的なも

のをつくるには財源的にも難しいといっ

たこともありまして、当面、取り組める

事業として移動児童館事業というのをやっ

ております。これは、公民館やいろんな

施設に出向いていって、特に学童保育室

の子どもを相手としたけん玉指導を行っ

ているのが現状でございます。

　現在、安威川以南には、別府地域のコ

ミュニティセンター構想もございます。

そういった中では、私ども担当課といた

しましても、児童センターでやっている

ような取り組みを何らかの形で取り入れ

られないかとは考えております。

　ただ、これは、今、地域の中に入られ

て、さまざまなご意見をいただく中で、

最終的に市としてどのような位置づけに

するのか、どのような配置にするのか、

どういった施設規模にするのかを決めて

いくところでございます。当然、地域の

中からは子ども、お年寄りの方、障害者

の方、いろんな観点でご意見があろうか

と思います。私どものほうも、必要であ

れば担当課としてもそういったご意見を

お聞きする中で、意見も申していきたい

なと考えておるところでございます。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　丁寧にご答弁いただき

まして、ありがとうございます。
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　課長、言っていただきまして、別府の

新たなコミュニティ施設の検討が今、ま

さにワークショップとして進んでおりま

すけれども、やっぱりそのワークショッ

プに参加されている方々は、もちろん子

育て世代の方も参加されていると思いま

すけれども、やっぱり僕はもっと力を入

れて、もちろん新たなコミュニティ施設

には、公民館機能というのは恐らく備わっ

てくるかなと思いますけれども、子育て

の児童センター、子どもをテーマにした

機能というのをできれば別府の新たなコ

ミュニティ施設に組み込んでいただけな

いかなというふうには思います。もちろ

ん、ワークショップで地域の方のいろん

な意見を聞きながら、それが反映してい

くわけですけれども、強い思いで、どう

か教育委員会からも言っていただけたら

なというふうに思います。

　第１児童センターですね、児童センター

祭り等々も私も行かせていただきまして、

大変多くの子どもたちが参加されて、喜

んでおられる姿を見まして、やはり以南

地域にもぜひ、今移動という形でしてい

ただいていますけれども、ぜひ児童セン

ターを設置していただきたいなと思いま

すので、そういった機能を備えたコミュ

ニティ施設になるように、どうか教育委

員会からもお願いをしていただきたいな

と思います。これは要望としておきます。

○嶋野浩一朗委員長　ほかに。大澤委員、

どうぞ。

○大澤千恵子副委員長　午前中から皆さ

んお話しされておりますので、私のほう

からは、ちょっと、まず一つは指定管理

者制度の件なんですけれども、この指定

管理者制度の期間が切れるということで、

継続となっているわけなんですが、今、

先ほどからお話を聞いておりますと、今、

公募で来ているのが１者とか、２者とか、

そういった数というふうにお聞きしてお

ります。その中で、例えば、なぜ１者し

か来ないのか、その公募が。例えば、な

ぜ２者しか来ないのか、こういったとこ

ろの検証というのはまずされているのか。

　それと、この施設が、例えばインセン

ティブの問題、こういったもののモチベー

ションを上げるような、そういう取り組

みというのはなされているのかというこ

と。

　それから、１者で仮に契約しましたと、

この１者が、今後この５年間の後に、行

政の経営状態も悪くなって、悪化になっ

てきたと、そうなってくると、そのまま

もう一回直営に戻したりとか、そういっ

た方向になってしまうのか、現実的には

非常に無理だと思うんですけれども、直

営に戻すというのは。一旦、民間でやっ

ていただいたものを直営に戻すというの

は、非常に困難だと思うんですけれど、

そういった最悪は休廃止することもあり

得るという方向性に向かっていく可能性

もあるのかどうかというところをちょっ

とお聞かせいただきたいなと思います。

　それから、もう１点は、先ほどからお

話に上がっておりますサポーターの件な

んですけれども、このサポーターの件、

先ほど安藤議員もおっしゃってましたけ

れども、人材派遣に実は広告を出してい

たと、雇用はしないというようなお話で

ありましたけれども、この雇用に関して、

例えば、仮に学校で面接まではいかない

ですけれども、顔合わせみたいなものも

なくて、いきなり５か月間雇用するとい

う形になるのか、それとも一旦学校で、

そういった人となりというか、免許も何

も要らないということでございますので、

そういった人格的なものを見られるとい

うことがなされているのかどうかという

ことをちょっとお聞かせいただきたいな
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と思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは、答弁を

お願いいたします。

　小林課長。

○小林こども教育課長　指定管理者制度

につきまして、まず私のほうから児童セ

ンターの応募状況等についてご説明させ

ていただきます。

　児童センターにつきましては、公募要

項を公表いたしまして、現地での公募要

項の説明会を開催いたし、５者参加がご

ざいました。質問等を受付まして、市の

考え方等を返す中で、申請書の提出期間

に団体応募がありましたのが３者でござ

います。こういったところで、今現在、

選定委員会では候補者を決定していると

ころでございます。

　一定、５者参加されており、その中で

金額的なもの、施設の内容、施設見学等

をされた中で判断されて、２者は辞退さ

れたものと考えております。

　それと、インセンティブについての考

え方なんですけれども、児童センターは

児童福祉法に基づく児童厚生施設で、利

用料金というのですか、施設使用料とい

うのは設けておりません。また、子ども

たちから参加料というのは、講座等を開

催する場合ももらっておりません。そう

いったことで、実費負担的なものは子ど

もたちからはいただきますけれども、原

則無料というところで施設運営をしてお

りますので、この指定管理に対してのイ

ンセンティブというのはなじまない施設

なのかなという判断をしているところで

ございます。

○嶋野浩一朗委員長　それから、再び直

営できるのかどうか、それから休廃止と

いうこともあり得るのかという質問もさ

れておられますけれども。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　体育施設と、それ

からプールの関係もございますので、私

のほうから説明させていただきます。

　体育施設は募集をかけましたところ、

５者から説明会に参加していただきまし

た。結果として、申し込みは１者でござ

いました。それから、温水プールにつき

ましては、８者が説明会に参加いただき

まして、実際に応募いただきましたのが

２者ということでございます。

　まず、体育施設でございますけれども、

この部分につきましては、実際はほぼ維

持管理の状況で、我々公募の折にサービ

ス向上ということで掲げさせていただい

ておりますけれども、なかなか実際には

難しい状況にあるということで、先ほど

インセンティブで話がございましたけれ

ども、なかなかそういった面が働きにく

くて、募集としてどれだけの方が来てい

ただけるかということは一定危惧もいた

しておりました。その中で、説明会に５

者来ていただきまして、非常に期待して

おったわけでございますけれども、結果

として１者ということになりました。

　応募が少ないということは、やはり民

間としてはうまみがないということにな

るのかな、というふうに考えております。

その中で、どういった事業をしていただ

いて、民間も儲けになって、行政もサー

ビス向上という、そういったことも考え

ておりましたけれど、なかなかそういっ

たところは、この体育施設に関しては難

しい状況なのかなというふうには分析も

させていただいております。その中で、

安全安心、維持管理運営していただける

ということで、１者につきましては選定

委員会で諮らせていただいております。

　それから、温水プールでございますけ

れども、温水プールは２者ございました。

応募の状況といたしまして、経費の削減
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を提案しておられる団体もいらっしゃれ

ば、サービスの向上を上げておられる団

体もいらっしゃいます。

　その中で、一定、今回、利用料金制と

いうものを導入いたしております。この

利用料金制につきましては、前回の委員

会で議論もさせていただきました。その

中で申し上げましたのは、やはりインセ

ンティブを働かせていただいて、サービ

スの向上ということで導入をさせていた

だいたところでございますけれども、温

水プールにつきましては、非常に空き時

間の少ないというような状況の中で、い

かに空いた時間を事業者の工夫によって

事業展開をしていただいて、もってサー

ビスの向上を図れるかというところが課

題になっておったと思います。その中で

２者いただいたということは、私どもと

しては比較もできましたので、結果的に

は２者でございますけれども、公募、な

おかつ利用料金制を導入した成果はあっ

たというふうに考えております。その中

で、総合的に判断して１者を選定させて

いただいたというようなところでござい

ます。

　それから、こういった状況の中で、直

営に戻すのかということがございました。

条例上は、指定管理を入れる場合には、

それぞれの条例の中で、指定管理者に任

せるという条文が入っております。

　条文のつくり方としましては、指定管

理をすることはできるという、できる規

定もあれば、指定管理をするという規定

もございまして、本市の条例につきまし

ては指定管理をするという条例になって

おります、現行のところ。ですから、選

定におきましては、経営状況が悪くなっ

て倒産等をされて、立ち行かなくなると

いう、そんな状況も踏まえた中で選定作

業をさせていただいておるというふうに

考えております。でございますので、例

え１者でありましても、２者でありまし

ても、その辺のところは鑑みて選定させ

ていただいておりまして、業者が倒産さ

れて、施設が休廃止するというようなこ

とは想定としては考えておりません。

○嶋野浩一朗委員長　岡部課長。

○岡部学校教育課長　学校現場にさまざ

まな人に入っていただくということで、

子どもたちの教育に携わっていただくわ

けですから、その人選というのは非常に

大事なことだということはご指摘のとお

りでございます。

　今回、人材派遣会社にも、この事業の

趣旨をしっかり説明しておりますので、

求める人材像などを示して、派遣会社か

ら派遣していただきまして、一定、面接

選考した後、教育委員会事務局もその方々

と面談させていただきます。次に、学校

に派遣というか、最初にというか、伺う

ときも、教育委員会事務局のほうが同行

しまして、きちっと学校現場と連携をと

りながら進めていくというような流れに

しております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　先ほどの指定管理の

ほうなんですけれど、インセンティブが

直接かかわってくるようなお話なのは、

温水プールと体育館施設の管理の部分だっ

たのかなというふうに思いますけれど、

いわゆる指定管理を個々、それぞれ、や

はり特徴がありますし、またそれぞれ違

うやり方があると思うんです。

　この契約期間というのが、今５年です

かね、温水プールで。満了５年ですかね、

５年になると思うんですけれど、これが

例えば、この指定期間に関する基準とい

うのは設けられているのかどうか。その

施設によっては、例えば３年のほうがい

いんじゃないかとか、２年のほうがいい
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んじゃないかとか、一律ではないと思う

んです。そういった基準を行政担当課の

ほうで期間を指定しているのか、それと

も何かにのっとった形でちょっと期間を

設定されているのかということをちょっ

と、もう一度お聞かせいただきたいと思

います。

　それと、先ほどのスクールサポーター

の件なんですけれども、まず業者が雇用

した者をそのまま直接入れるようなこと

はないとは思っておりましたけれども、

必ず一度面接されるというようなことで

ございますので、５か月間といえども、

入ってすぐに辞めました、というような

ことが、やはり多いと思うです、正直。

こんなはずじゃなかったと、この仕事が

これだけ大変なものではなかったという

ようなこともあるかと思うんです。そう

いった中で、研修も行われるということ

ですので、やはりせっかくやる事業です

ので、十分にそういったところも配慮し

ながら、学校教育の現場の中に第三者が

入ってくるわけでございますので、いろ

んな意味での配慮は必要かなというふう

に思っておりますので、その辺に気をつ

けてやっていただけたらなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　それでは答弁を求

めます。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　まず、先ほどの指

定管理者が倒産等された場合ということ

でございますけれども、条例上はする規

定になっておりまして、もしそのような

理由等によりまして指定の取り消しとなっ

た場合には、緊急的に指定管理者は選定

するということにはなっておりますので、

ご理解いただきたいと思います。

　それから、期間の件でございますけれ

ども、この第２次指針におきまして、指

定の期間は原則５年で、なおかつ１０年

以下で、施設の特性、性質など、特別な

事情がある場合は決定するということに

なっております。短い期間ということも

考えられますけれども、一定、指定管理

を入れる場合には、設備投資等されます

ので、やはり長いスパンといいますか、

５年程度の期間を考えなければ、投資し

たものを償却できないというようなこと

もございますので、それは施設によりま

すけれども、５年程度が基本であろうと

いうふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　ちょっと確認なんで

すけれど、担当課が各施設の指定期間を

決めているわけではないということです

か。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　第２次指針に基づ

きまして、この期間につきましては担当

の部署が決定いたしております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　そうしましたら、担

当期間を各課が決めているということは、

期間を決めている基準というのは持って

らっしゃるということですか。例えば、

これは八王子市の指定期間の分なんです

けれど、例えば５年だと、事業の管理と

か、運営に当たり、初期投資設備がかかっ

ているとか、減価償却ができるとか、そ

ういった中身で５年とか、３年とか決め

てらっしゃるんです。例えば、２年だと、

コスト削減と安定した事業運営が図れる

施設であって、ほかの区分に該当しない

というような基準が設けられているんで

すけれど、そういったものはなくて、３

年、５年と決められているのか、それと

もある程度のそういった基準を各担当課

で持ってらっしゃって決めているのかと

いうところです。

○嶋野浩一朗委員長　山本部長。
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○山本教育総務部長　指定の期間でござ

いますけれども、基本的に指針に５年と

書いております。これを策定した経過で

ございますけれども、先ほど宮部部長が

申しましたように、施設によっては設備

投資等が必要になってくるということが

基本で、市としては基本を５年におこう

ということで決めております。ただし、

長期間、もう少し長い場合を設定したほ

うが市民サービス等々が向上されるとい

うようなことが見込める場合は、１０年

以下でその施設の特性に合わせてしてい

くということはございます。

　委員がおっしゃったように２年とか、

３年とかということでございますけれど

も、特性によってそういうことが可能性

としては出てきますけれども、今、市全

体としては基本５年ということで設定を

しております。

○嶋野浩一朗委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　今、５年と決められ

ていると思うんですけれど、こういった、

いわゆる市の経済状況もありますし、民

間のほうの経営状況もやはりありますの

で、そういったのはやっぱり、そういっ

た観点から見ると、この施設ごとに、や

はり期間というのはある程度基準をしっ

かり決められたほうがいいのかなという

ふうに感じましたので、今後、もう今か

ら３年とかっていう公募ができないと思

いますが、今後また、この５年間で見直

しも必要なのかなというふうには思って

おりますので、それで結構です。

○嶋野浩一朗委員長　ほかによろしいで

すか。以上で、質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後１時５３分　休憩）

（午後１時５５分　再開）

○嶋野浩一朗委員長　それでは、再開い

たします。

　議案第５６号の審査を行います。本件

については、補足説明を省略し、質疑に

入ります。質疑のある方。よろしいです

か。

　南野委員。

○南野直司委員　補正予算のほうでも議

論がありましたけれども、当初、味舌ス

ポーツセンター及び三宅スポーツセンター

を廃止するための本条例を制定するとい

うことであります。用途変更して、新た

に多目的室、それから遊戯室へと生まれ

変わるということで廃止されますけれど

も、先ほど、安藤委員からも補正予算の

ほうで質問がありましたけれども、６月

１５日付の広報において、１０月から利

用停止するということで広報でお知らせ

されましたけれども、それについてもう

１０月に入っていますけれども、多くの

各種団体、サッカーであったり、地域の

ソフトボールクラブであったり、使われ

ておりましたけれども、どのように対応

されたのか、その辺だけお聞かせいただ

きたいなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　傍聴の方、静粛に

お願いします。

　それでは答弁をお願いいたします。

　飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　それでは、

ただいまの質問についてお答えさせてい

ただきます。

　当初、６月１５日の広報で、１０月か

ら利用停止のアナウンスをさせていただ

いたんですけれども、利用団体につきま

しては、こちらのほうで三宅スポーツセ

ンター、味舌スポーツセンター、いずれ

も把握しておりますので、そちらの団体

向けに直接ダイレクトメールにて利用停

止の案内をさせていただいております。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　今、現に案内されまし
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たけれども、工事はもちろんしていない

ということでありまして、使えますよね。

今どのように、現状どのように運営を行

われているのか、それだけちょっとお聞

かせいただきたいなと思います。

○嶋野浩一朗委員長　飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　現状、工

事につきましては予定どおり進んでおら

ず、着工しておりません。ただし、スポー

ツセンターとして利用することが、現状

不可能という状態になっておりますので、

施設の利用についても停止せざるを得な

い状況になっております。ですので、今

はいわば稼働していない、全く稼働して

いない状況ということでございます。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　管理人等がいらっしゃ

らないという状況ですか、ちょっと詳し

く、もしあれやったら言うていただいた

ら。

○嶋野浩一朗委員長　飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　管理人に

つきましては、施設の受付場所に常駐し

ております。現状も常駐はしております。

○嶋野浩一朗委員長　南野委員。

○南野直司委員　私が簡単に思いますの

は、１０月から使えませんと広報で言い

ましたけれども、大阪府の協議の中で、

用途変更が必要やということで耐震工事

が遅れましたよね。遅れたいうか、後回

しになりましたよね。その間、やっぱり

使えるわけですから、市民体育館もなく

なりまして、それから味舌体育館もなく

なりまして、学校以外、運動場にしても、

学校施設以外のスポーツ広場というのも、

本当にこの摂津市は少ない状況でありま

すよね。皆さん、それは認識していただ

いていると思うんですけれども、何かの

工夫で、やはり少しでも使える場合は、

そうやって働きかけて、使っておられる

団体側も掌握されていることなので、改

めて使えますよということで通知される

なり、やっぱりそういう努力というのは

僕は大事じゃないかなというふうに思う

んですけれども、その辺、ちょっと改め

てお聞かせいただきたいなと。

○嶋野浩一朗委員長　　飯野課長代理。

○飯野文化スポーツ課長代理　ちょっと、

説明が不足しておったかもわからないで

すけれど、運動施設として利用すること

ができない状況でございます。それで、

そのためには用途変更しないといけない

ということで、今の時点でまだ用途を変

更できていないので、開放したいのはや

まやまなんですけれどもできていない。

ですので、まず、それをするための段階

として、今回、条例の廃止を提案させて

いただいているという段階でございます。

それが、提案が可決いただきまして、そ

こからまた動いていきますので、ただ運

動広場については今後早急に対応を考え

ておりますが、体育館のほうにつきまし

てはまず廃止をさせていただきたいと、

そういうことでございます。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

ほかに。

　安藤委員。

○安藤薫委員　補正予算でも大分質問さ

せていただいたので、重ならないように

と言っても、つながっている一つのこと

ですので、重なる場合はちょっとご容赦

いただきたいんですけれども。

　先ほどからの議論で、２つのスポーツ

センターが、いろんな理由はあっても廃

止だということです。体育施設としては、

２つなくなるというのが現実的な事実で

あります。もちろん、その後の利用方法

については、できるだけ地域の方、でき

るだけといいますか、地域の方々にスポー

ツも、それからほかの文化的な行事にも、
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地域の取り組む行事にも活用できるよう

に何とかしていきたい。もしくは、三宅

のように、保育の充実のためにも活用し

ながらということで、幅広く活用してい

くんだということだと思うんですが、ま

ず少なくとも、スポーツを勧めていこう、

推進していこう、健康増進のためにスポー

ツをもっと市民の中に活発にやっていこ

う、地域総合型スポーツクラブというの

が発足して、補助金をつけて発足して、

ＮＰＯ法人にもなられました。スポーツ

をやられる人口というのはどんどんふえ

ております。団塊の世代の方々が会社を

辞められて、地域にも戻ってこられて、

地域の中で自分のできることは何かとい

うところで、そういうスポーツにかかわっ

たり、子どもたちにスポーツを教えたり

ということでかかわっていくという点で

いうと、このスポーツ施設というのは、

スポーツ振興をやっていく上で本当に大

事な、なくてはならない施設だと思うん

です。

　南野委員もおっしゃったように、市民

体育館が廃止になりました。味舌体育館

も、もちろん老朽化の問題もありました

けれども廃止になりました。もう少しさ

かのぼれば、市民プール、１２、３年前

に、これも廃止になっているんです。地

域の皆さん、市民の皆さんから聞こえて

くるのは、体育振興とか、健康増進とい

うお話があっても、やる場所がないじゃ

ないかと、どんどん施設もなくなってき

てしまっているというような状況の下で、

今回この２つの、スポーツの施設として

２つがなくなったということについて、

担当としてどのようにお考えになってい

るのか、その辺の考え方をお聞かせいた

だきたい。

　そのために、市民体育館が廃止されて

からこの間の、ちょっと順序が逆になっ

たんですけれど、市民体育館が平成２０

年まで利用されていたんですか、約２万

１，０００人ほどの方が年間利用されて

おられました。それが２１年度から使え

なくなりましたが、２１年度からは味舌

と三宅のスポーツセンターができました

と。その２１年度の延べ利用者数は、三

宅と味舌と合わせると約３万人を超して

いますので、市民体育館の廃止の分はあ

る程度、ある程度といいますか、補って

まだ余りある利用者だと、利用者の数だ

けいきますと。代替施設としても、この

２つがオープンしますということを盛ん

に説明されていたとおりの数字になって

いるわけです。その後、味舌体育館が、

老朽化で平成２２年度には廃止をされて、

２３年度から使えなくなってきて、味舌

体育館も古くはなっていましたが、年間

１万３，０００人ほどの方が利用されて

きたわけです。これが廃止になりました。

しかし、この廃止された後の代替の施設

というのは残念ながらないわけですし、

総合的な市民体育館をという要望はあり

ますが、現実的なものにはなっていない

という中でのこの２つのスポーツセンター

が廃止になっているということ自体、ス

ポーツ振興を担っている部署として、今

後のスポーツ振興を担っていくために、

市民の皆さんに利用してもらえる施設を

どのように増やしていくのかという観点

から、どういうようなご認識に立ってお

られるのか、今後のことについてどのよ

うにお考えになっているのか、ちょっと

お聞かせいただきたいと思います。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　市民体育館が廃止

になりまして、スポーツセンターを２つ、

社会体育施設として設置させていただき

ました。市民体育館をご利用なさってお

られた分につきましては、安藤委員が今
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ご質問の中で申されましたように、一定

の代替施設というふうにはなっておると

いうふうに思います。　ただ、もともと

の学校施設でございますので、そんなに

大きな施設ではございませんから、競技

の内容としては限られた競技になってい

るというふうに思います。その中で、２

２年度の末ですけれども、味舌スポーツ

センターも老朽化ということ、それから、

これは摂津市の給食室の整備ということ

で廃止ということになりました。その中

で、スポーツ振興を所管するセクション

としてどう考えているのかというご質問

でございます。

　非常に、私どももスポーツ振興をする

中で、施設の充実ということは常々考え

ております。ただ、こういった財政事情

の中で、代替施設をご用意させていただ

くというのは、非常に難しい状況にある

ことはこれは間違いございません。その

中で、学校の廃校によりまして、体育館

をスポーツセンターとして利用させてい

ただきました。こういった中で、再びス

ポーツセンターが、スポーツ専用施設と

いうのではなくて、別の用途に利用する

ということは、私どもにとりましても非

常に落胆といいますか、残念に思ってい

るところでございます。そんな中で、何

とか今までと同様にご利用いただけると

いうような施設ということで、建築基準

法上、あるいはその他の事情も含めまし

て、何とか今までと同様に利用できる施

設がないものかというふうな中で、府と

も協議をしながら、今回、こういった子

育て総合支援センターの保育所として整

備し、空き時間については一般に開放さ

せていただく、それから味舌スポーツセ

ンターにつきましては、これはかねて地

域からもご要望がございました多目的施

設として、この際、再整備させていただ

くということで、スポーツもできる施設

としてご用意させていただくというよう

なことになります。施設としては、おっ

しゃいますように、スポーツ専用用途と

しての機会としては減少することになる

とは思いますけれども、その施設をこれ

からもいろんな用途に有効利用してまい

りたいというふうに考えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　用途の問題等あって、ス

ポーツの専用の施設がなくなったことに

ついては、やっぱりスポーツの振興を進

めていく上では、いわゆるスポーツのこ

とを考えれば、やはり少しマイナス、か

なりマイナスではないか。開放事業でやっ

ても、基本的には学校開放というのは、

やっぱり基本はそこの学校の施設であっ

て、そこの子どもたちが利用するのが第

一であると、その空いている時間を市民

の皆さんに開放していただくというもの

でもあると思いますから、当然、今まで

のように、全てをスポーツに利用しても

まだなかなか順番がとれないとかいうよ

うな状況にある中では、やはりマイナス

や後退になっているのではないかと思い

ます。もちろん、多目的に利用できると

いう点でのプラスの面はもちろんいいこ

ととして理解はしていますが、スポーツ

という点では、やはり今までもやはり不

足していたものから、さらに不足してい

くと、その上さらにスポーツ振興をどの

ような立場に立って市民の皆さんに訴え

ていくのかというところが、私はこれか

ら問われているのではないかなというふ

うに思っています。

　いろいろな工夫をしていただいた結果

が今回のこういう多目的で使うとか、子

育て支援センターでということになるか

と思うんですが、新たに一から体育館を

つくるというのはもちろん望みますが、
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すぐにはできないもので、現実的なもの

でもありません。それならば、今ある施

設を最大限利用するような立場に立って、

庁内でいろいろな調整を図っていくとい

うことも私は大事なことだと思います。

　今でも、ヨガですとか、ダンスですと

か、卓球ですとか、もちろん体育館がい

いんでしょうけれども、体育館がなくて

も空き教室を利用してやれるというのは

あるんです。これは、もうちょっと所管

がはずれていくのかもわかりませんけれ

ども、旧味舌小学校の校舎、耐震補強も

されているし、自治体によったら、廃校

になった校舎を利用して、地域の活動、

それから配食サービスであったり、それ

から地域の皆さんのスポーツや文化に活

用をして、地域のコミュニティ、それか

ら拠点として活用し続けているという例

があちこちにあるわけです。それをやは

り庁内の中で進めていこうとか、提案を

していこうという部署は、教育委員会を

もってほかにはなかなかないんではない

か。とりわけスポーツの問題、文化の問

題を所管している教育委員会、生涯学習

部として、私はしっかりとそういったと

ころに目を向けて、庁内で提案をしてい

く、活用して、すぐには体育館は無理か

もしれないけれど、今ある建物を活用し

たらできるという、目の前にあるわけで

すから、それをやっぱり考えるべきでは

ないかというふうに思うんですけれども、

いかがですか。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　今回、スポーツセ

ンターにつきましては、先ほど課長代理

からございましたように、利用を差しと

めいたしまして、条例を廃止ということ

で、今までは、先ほども話がございまし

たスポーツ用途には貸し出ししない、方

針転換をしたのかというようなご質問も

ございましたけれども、我々はやはりそ

の施設につきましては、条例に基づいて

利用させていただいております。その中

で、スポーツセンター条例というのは、

スポーツ用途に利用するという形で条例

化いたしております。

　今回、このスポーツセンター条例、ご

可決いただきますと、１１月１日以降に

廃止ということになります。そういたし

ますと、これらの施設が教育財産、行政

財産から、普通財産ということになりま

す。普通財産を運用するに当たりまして

は、自治法、あるいは利用によりまして

は建築基準法等も鑑みながら、利用につ

いて制度設計、あるいは検討もしていか

なければならないというような状況にご

ざいます。校舎につきましても、現在、

普通財産として暫定的に利用いたしてお

ります。こういった中で、その普通財産

をどのように利用していくかということ

につきましては、やはり私どもは私ども

でご意見、あるいはご要望もいたします

けれども、これは市の全体の中で検討し

ていただく問題であろうというふうに考

えております。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　庁内で調整をしなければ

いけない、市全体の方針というものがあ

るわけですから、ここだけで突っ走るわ

けにはいかないというのはよく理解して

おりますが、しかし、少なくとも目の前

に今スポーツ施設が減っている中で、利

用者が使う場所がなくて、予約に走り回

らなければいけないというような現状が

あって、スポーツの使う頻度も少し減る

というような状況にあっては、今ある施

設をどのように活用していくのか、普通

財産をどのように教育財産として活用で

きるような提案をしたりしていくことが、

まずはここで教育委員会のほうでその立
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場に立たなければ変わらないのではない

かなというふうに思いますので、ぜひ、

その立場に立っていただいて、いろんな

工夫をされていると思います、考えてい

ただいているかと思いますが、目の前に

そういった器があるわけですから、三宅

も味舌もあるわけですので、活用できる

部分はまずは活用をする努力をしてほし

いと思いますが、市としてもう一回そう

いう立場に立って、調整に立ってもらい

たいと思いますが、どうでしょうか。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　この１１月１日ま

では、体育室、それから運動広場につき

ましては、行政財産という位置づけでご

ざいます。これは、これまで我々が生涯

スポーツの施設として利用してまいりま

した。この分につきましては、我々も工

事着工をするまでに、しばらくの間は普

通財産ということになりますので、この

ところは先ほど申しましたように自治法

上、あるいは建築基準法上の法律も鑑み

た上で、スポーツ用途等に利用できない

ものか、この辺のところは検討し、でき

るだけ利用していただければありがたい

というふうに考えております。ただ、校

舎につきましては、市として普通財産と

いうことで、まだ、いまだ、その用途に

ついては決定いたしておりません。この

分につきましては、我々は要望はいたし

ましても、この辺の検討は市全体でして

いただくものというふうに考えておりま

す。

○嶋野浩一朗委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　まずは要望していただく

というふうにお話がありましたので、ぜ

ひ要望、その立場で要望していただきた

いなというふうに思います。

　それから、ちょっと、今さらの質問か

もしれませんが、これスポーツセンター

が廃止されて、普通財産になります。そ

の後は、今度は子育て総合支援センター

と、味舌は多目的のものになりますが、

それぞれまた新たな子育て総合支援セン

ターであれば、子育て総合支援センター

が管理をするべきものになるでしょうし、

多目的のほうは用途の要項をつくられ、

条例をつくって利用されていくことにな

るかと思うんですが、その所管、どこが

責任を持って管理をしていくのか、これ

は生涯学習部で引き続き見るのか、次世

代育成部のほうで見るのか、総務部のほ

うで見られるのか、その辺だけちょっと

確認だけしたいと。

○嶋野浩一朗委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　施設といたしまし

ては保育所となりますので、施設管理は

次世代育成部、こども教育課ということ

になります。それから、本来の保育目的

以外に利用いただくという、教育施設と

いうことになりますと、先ほど答弁もい

たしましたけれども、摂津市学校施設等

の使用に関する条例に準じた形で運用す

るということになりますと、その時間帯

につきましては生涯学習部が担当すると

いうことになります。それから、多目的

施設につきましては、目的をどのような

多目的に利用するか、目的をはっきり明

確にいたしまして、その目的に沿って建

物用途変更をし、工事もしながら利用す

るということになりますので、現在のと

ころ生涯学習部が担当するのか、あるい

は他の部が担当するのか、ここのところ

はいまだ決定はしておりません。

○嶋野浩一朗委員長　よろしいですか。

ほかによろしいですか。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩いたします。

（午後２時１９分　休憩）

（午後２時２１分　再開）
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○嶋野浩一朗委員長　再開いたします。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○嶋野浩一朗委員長　討論なしと認め、

採決します。

　議案第５０号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　賛成多数。

　よって本件は可決すべきものと決定し

ました。

　議案第５６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○嶋野浩一朗委員長　全員賛成。

　よって本件は可決すべきものと決定い

たしました。

　これで本委員会を閉会いたします。

（午後２時２１分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

　文教常任委員長嶋　野　浩一朗

　文教常任委員東　久　美　子
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